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唐
後
宇
期
の
藩
鎮
蹄
召
制
に
つ
い
て
の
再
検
討

ー

l
准
南
・
新
西
藩
鎮
に
お
け
る

幕
職
官
の
人
的
構
成
な
ど
を
手
が
か
り
に
|
|
』

渡

遺

孝

は

じ

め

に

I

唐
後
半
期
の
官
界
に
お
け
る
幕
職
官
の
位
置
と
そ
の
制
度
的
特
質

E

准
南
・
湖
西
藩
銀
に
お
け
る
幕
職
官
の
人
的
構
成

E

僻
召
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
と
「
関
節
」

w
藩
鎖
睡
制
と
在
地
「
新
興
暦
」

お

わ

り

に
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t土

じ

め

従
来
、
唐
後
牢
期
に
お
け
る
藩
鎮
幕
職
官
の
酔
召
制
は
、
所
謂
「
新
興
階
紐
」
の
官
僚
機
構
進
出
の
階
梯
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、

し、

わ

ば
「
貴
族
制
に
射
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
の
史
的
意
味
を
措
っ
た
も
の
と
し
て
評
債
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
徐
々
に
唐
朝
「
官
僚
貴
族

制
」
を
誼
食
し
て
崩
壊
に
追
い
込
み
、
そ
の
つ

ま
る
所

「
唐
末
五
代
を
通
じ
て
何
回
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
僻
召
の
最
後
の
段
階
の
被
僻
召
者

(
1〉

層
が
宋
の
士
大
夫
屠
」
で
あ
っ
た
と
レ
う
理
解
は
、
所
謂
「
唐
宋
出
演
革
」
論
の
覗
座
か
ら
し
て
、
ま
こ
と
に
魅
力
的
な
も
の
に
映
ず
る。

し
か



し
、
だ
と
す
れ
ば
藩
鎮
辞
召
制
は
、
唐
朝
「
官
僚
貴
族
制
」
に
劃
し
て
確
買
に
遠
心
的
方
向
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
事
賓
と
し
て
は

安
史
の
組
以
降
、
唐
朝
「
官
僚
貴
族
制
」
の
支
配
は
な
お
一
五

O
年
に
亙
っ
て
績
い
た
の
で
あ
り
|
|
そ
れ
は
安
史
の
凱
に
至
る
唐
前
中
十
期
に

優
に
匹
敵
す
る
|
|
、
近
年
で
は
む
し
ろ
そ
の
持
績
性
に
注
目
し
、
か
か
る
「
持
績
」
を
可
能
に
し
た
政
治
・
制
度
的
枠
組
み
に
光
を
嘗
て
る

〈

2
)

研
究
も
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
筆
者
も
ま
た
近
年
、
藩
鎮
辞
召
制
が
嘗
時
の
中
央
官
制
と
有
機
的
に
リ

ン
ク
さ
れ
、
幕
職
官
は
エ

(
3〉

リ
l
ト
・
コ

l
ス
と
も
稽
す
べ
き
普
遍
的
昇
達
ル

1
ト
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。
小
稿
は
、
そ
こ
で
得
ら

れ
た
知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
制
度
的
内
寅
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の
解
明
を
加
え
る
と
同
時
に
、
果
た
し
て
如
何
な
る
階
層
の
者
が
幕
職

官
と
し
て
辞
召
さ
れ
た
の
か
を
、
嘗
時
の
祉
舎
鰹
慣
の
先
進
地
帯
で
あ
っ
た
准
南
・
新
西
藩
鋸
に
お
け
る
幕
職
官
の
人
的
構
成
な
ど
を
手
が
か

り
と
し
て
検
謹
し
、
一
該
時
期
に
お
け
る
藩
鎮
辞
召
制
の
貫
相
や
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

最
初
に
、
唐
後
牟
期
に
お
け
る
藩
銀
幕
職
官
の
貫
像
に
つ
い
て
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
得
た
黙
を
中
心
に
、

料
も
奉
げ
つ
つ
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
紹
介
し
得
な
か
っ
た
史
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I 

唐
後
牢
期
の
官
界
に
お
け
る
幕
職
官
の
位
置
と
そ
の
制
度
的
特
質

唐
後
牢
期
の
士
人
に
と
っ
て
藩
銀
幕
職
官
勤
務
は
完
全
に
常
態
と
化
し
て
お
り
、

(
4〉

「
八
僑
」
や
そ
れ
に
次
ぐ
校
書
郎
や
秘
書
正
字
と
い
っ
た
エ
リ
ー
ト
・
ポ
ス
ト
に
樟
褐
し
た
者
が
藩
府
の
跨
召
に
鷹
じ
る
例
も
少
な
く
な
か
っ

(

5

)

〈

6
)

た
と
い
う
事
買
で
あ
る
。
代
宗

1
信
宗
朝
に
お
け
る
宰
相
就
任
者
の
藩
鎮
幕
職
官
経
験
者
は
質
に
百
%
の
高
率
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
リ

ー
ト
官
僚
、
或
は
そ
の
議
備
軍
と
呼
び
得
る
層
が
敢
然
と
藩
鎮
の
辞
召
に
身
を
投
じ
て
行
っ
た
背
景
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
嘗
時
の
慢
性
的
ポ
ス

〈

7
〉

ト
不
足
に
よ
る
鐙
選
の
溢
滞
と
、
「
循
資
格
」
の
制
に
よ
る
官
途
の
迂
遠
が
あ
り
、
幕
職
入
仕
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
バ
イ
パ
ス

・
ル
l
ト
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
呼
腰
す
る
よ
う
に
、
幕
職
官
に
は
様
々
な
官
制
上
の
優
遇
規
定
が
設

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、

登
龍
門
た
る
進
士
登
第
の
後
、
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け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
の
一
は
、
検
校

・
兼

・
試
官
の
奏
請
と
改
轄
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
が
「
令
外
」
の
存
在
で
あ
る
幕
職
官
に
は
律
令
官
制
上
の
地

(
8
)
 

位
を
表
示
す
る
肩
書
き
と
し
て
検
校

・
兼

・
試
の
朝
官
(
職
事
官
)
が
付
興
さ
れ
た
。
こ
れ
は
無
論
名
目
上
の
虚
衝
で
あ
る
が
、
し
か
し
形
と
し

(
9
)
 

し
か
も
あ
た
か
も
正
員
の
官
と
同
様
、
昇
進
や
そ
の
後
の
官
途
に
影
響
を

て
は
歴
と
し
た
朝
延
の
職
事
官
の
肩
書
き
を
帯
び
る
こ
と
と
な
り
、

及
ぼ
す
官
資
と
し
て
通
用
し
た
黙
に
大
き
な
意
味
が
あ

っ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
検
校
・
兼

・
試
官
は
、
府
主
で
あ
る
藩
帥
の
奏
請
に
よ
っ
て
昇

進
可
能
で
あ
っ
た
。

い
ま
墓
誌
史
料
よ
り
敢
え
て
無
名
の
官
人
を
以
て
そ
の

一
例
を
徴
せ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

進
士
高
第
、
:
・
:
太
子
正
字
に
調
補
せ
ら
る
。
故
都
岳
観
察
使
何
公
士
幹
、
陣
附
し
て
推
官
と
局
し
、
太
常
寺
協
律
郎
に
改
め
ら
る
。
大
理

評
事
、
乗
監
察
御
史
、
本
道
観
察
支
使
を
歴
し
、
股
中
侍
御
史
に
蓬
り
、
侍
御
史
に
轄
ず
。
十
数
年
間
、
麿
管
清
静
た
る
は
、
亦
た
佐
幕

(

印

)

(
『
階
麿
五
代
墓
誌
髭
編
(
洛
陽

二
己
』

の
功
な
り
。

「鄭
官同墓
誌
」
貞
元
二
十
一
年
H
八
O
五
)

す
な
わ
ち
鄭
高
は
十
数
年
の
う
ち
に
、
都
岳
磁
察
使
幕
下
の
推
官
・
観
察
支
使
を
勤
め
な
が
ら
、
太
常
寺
協
律
郎
↓
大
理
評
事
↓
兼
監
察
御
史

↓
般
中
侍
御
史
↓
侍
御
史
と
、
職
事
官
の
官
責
を
順
調
に
上
昇
さ
せ
て
レ
る
。
鄭
古同
の
場
合
、

(

日

)

逗
ベ

l

ス
で
あ
っ
た
が
、
貧
際
に
は
か
か
る
検
校

・
兼

・
試
官
の
昇
遷
は
、
府
主
の
奏
請
に
よ
っ
て
「
超
越
」
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は

(

ロ

〉

な
く
、
規
定
よ
り
短
い
期
間
で
改
輔
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
常
態
と
化
し
て
い
た
と
魔
し
い
。
ま
た
、
鄭
高
の
歴
し
た
検
校

・
栄

・
試
官
の

(
日
)

周
知
の
加
く

「清
官
」
と
目
さ
れ
、
官
資
と
し
て
極
め
て
重
ん
じ
ら
れ
る
地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

「
十
数
年
」
で
四
遜
と

ほ
ほ
規
定
通
り
の
昇
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主
軸
を
な
す
御
史
蓋
の
官
は
、

た
幕
職
下
に
お
け
る
検
校

・
兼
・
試
の
官
資
は
、
そ
の
官
人
が
(
後
述
す
る
多
薦
な
ど
に
よ
っ
て
〉
朝
廷
の
正
員
官
に
任
命
さ
れ
る
場
合
、
買

際
に
勘
案
の
封
象
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
検
校

・
兼

・
試
官
は
、
官
途
の
上
に
お
い
て
は
た
だ
の
虚
衝
で
は
な
く
、

質
際
上
の
数
カ
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
職
官
に
は
朝
廷
か
ら
見
て
地
方
監
察
の
任
務
が
合
意
さ
れ
て
い
た
た
め
か
、

大
理
寺
系
統
の
官
が
付
興
さ
れ
る
例
が
極
め
て
多
い
が
、

一
般
に
御
史
蓋
や

と
同
時
に
、

こ
れ
は
幕
職
官
に
劃
す
る
厚
遇
を
示
す
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ

ぅ
。
幕
職
官
に
興
え
ら
れ
る
検
校

・
乗

・
試
官
と
し
て
の
御
史
蓋

・
大
理
寺
以
外
に
自
に
つ
く
の
は
、
校
書
郎
や
正
字
、
員
外
郎
・
郎
中
と
い

(
H〉

や
は
り
エ
リ
ー
ト

・
ポ
ス
ト
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

った、

こ
う
し
た
幕
職
官
に
射
す
る
厚
遇
の
一
背
景
に
は

恐
ら
く
六
朝
期
の



「
賓
佐
」
の
イ

メ
ー
ジ
の
残
像
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
河
南
副
元
帥
李
光
弼
が
幕
僚
に

「理
を
惹
く
し
て
答
奔
す
」
る
の
を
見
て
吃
驚
し
た

軍
人
あ
が
り
の
泊
青
節
度
使
田
紳
功
が
、
開
藩
後
判
官
の
劉
位
に
問
い
た
だ
し
た
所
、
位
は
「
判
官
は
是
れ
幕
賓
な
れ
ば
、
使
主
、
受
奔
の
種

無
し
」
と
答
え
た
た
め
、

神
功
は
非
躍
を
謝
し
て
一
々
幕
僚
に
答
奔
し
て
回
っ
た
と
い
い
(
『
封
氏
関
見
記
』
九

蓮
善
)
、

快
府
録
事
参
軍
装
瀞

は
映
貌
観
察
使
李
勉
の
宴
曾
に
招
か
れ
た
が
つ
い
に
赴
か
ず
、
翌
朝
勉
の
詰
聞
に
射
し
「
中
丞
の
使
府
、
自
ら
賓
僚
有
り
。
某
は
走
吏
な
り
。

安
ん
ぞ
之
と
同
じ
う
す
る
を
得
ん
や
」
と
答
え
た
の
で
、
勉
は
謝
罪
の
後
あ
ら
た
め
て
「
遺
か
に
駕
を
命
じ
て
之
を
訪
い
、
奔
し
て
置
く
に
賓

席
に
在
ら
し
め
ん
こ
と
を
請
う
」
た
と
い
う
(
趨
務
『
因
話
銭
』
三
〉
。

い
ず
れ
も
幕
職
官
の
地
位
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
に
足
ろ
う
。

さ
て
し
か
し
、
幕
職
官
厚
遇
に
騎
せ
ら
れ
た
よ
り
重
要
な
意
義
は
、
幕
職
と
中
央
朝
廷
官
職
と
の
聞
に
恒
常
的
な
リ
ク
ル
ー
ト
回
路
を
確
保

し
、
幕
職
官
を
中
央
官
僚
機
構
に
繋
ぎ
留
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
幕
職
官
に
射
す
る
優
遇
規
定
の
そ
の
二
た

る

「多
薦
」
の
制
度
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「多
薦
」
と
は
中
書
門
下
(
宰
相
〉
に
選
任
権
が
あ
る
八
品
以
上
常
参
官
に
つ
い
て
、

現
任
官
に
薦
奉
さ
せ
る
も
の
で
、
徳
宗
の
貞
元
四
J
九
年
(
七
八
八
J
七
九
三
)
に
か
け
て
、
薦
翠
の
時
期
(
冬
季
)
、
推
薦
資
格
を
有
す
る
官
の

(

日

)

範
囲
、
推
薦
の
上
限
人
数
、
被
薦
者
に
射
す
る
口
頭
試
問
と
評
定
制
度
な
ど
が
定
め
ら
れ
、
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制

〈

国

)

度
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
「
諸
道
観
察
使
及
び
州
府
の
長
史
」
に
薦
奉
の
枠
が
興
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
道
観
察
使
す
な
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わ
ち
藩
鎮
使
府
下
の
幕
職
官
を
朝
廷
の
正
員
官
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
回
路
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
被
薦
者
の
評
定
と
官
の
注

擬
に
嘗
た
っ
て
は
、
嘗
然
各
人
の
有
す
る
官
資
が
大
き
く
考
慮
さ
れ
た
筈
で
あ
り
、
こ
の
酷
、
検
校
・
兼
・
試
と
は
い
え
清
要
な
官
資
を
保
有

す
る
幕
職
官
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
有
利
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
正
史
の
列
俸
等
に
頻
出
す
る
、
藩
府
か
ら
「
入
朝
し

て
O
Oと
震
る
」
|
|
例
え
ば
「
准
察
・
許
昌
・
梓
温

・
興
元
四
府
を
歴
佐
し
、
累
奏
さ
れ
て
兼
監
察
御
史
た
り
。
入
朝
し
て
股
中
と
震
る
」

(
『
奮
唐
書』

一六

王
質
俸
)
、

「
三
た
び
諸
侯
の
府
を
佐
け
、
股
中
侍
御
史
を
得
、
緋
袋
を
賜
は
る
。

入
朝
し
て
右
補
闘
と
震
る
」

(同

一
七

牛
徽
俸
)
、

「
王
播

・
段
文
昌
相
ひ
繕
い
で
西
萄
に
鎖
す
る
に
、

一
商
皆
な
職
を
佐
け
て
記
室
と
帰
り
、
種
部
員
外
郎
に
累
改
さ
る
。
入
朝
し

33 

て
工
部
員
外
郎
と
震
る
」

(
同
一
七
六

虚
一商
停
)
|
|
』
と
レ
っ
た
記
述
に
は

多
薦
制
に
よ
る
入
朝
授
官
を
指
す
ケ
l
ス
が
か
な
り
あ
っ
た
で
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あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
各
人
の
「
粂
監
察
御
史
」

「
殿
中
侍
御
史
」

「
櫨
部
員
外
郎
」
と
い
っ
た
、
幕
職
時
代
の

清
要
な
検
校
・
兼

・
試
官
が
、
入
朝
後
の

「般
中
(
侍
御
史
)
」

(

口

)

ま
ま
接
合
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

入
朝
前
の
帯
衝
が
検
校

・
乗
・
試
と
い
う
黙
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
の
官
歴
は
あ
の
「
入
機
」
乃
至
そ
れ
に

衣
ぐ
コ

l

ス
の
上
に
見
事
に
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
幕
職
官
が

「賓
僚
」
と
し
て

の
待
遇
を
受
け
て
レ
た
こ
と
や、

「
右
補
関
」

「
工
部
員
外
郎
」
と
い
う
、

清
要
な
る
朝
廷
の
正
員
官
に
そ
の

幕
職
の
中
で
も
文
筆
を
司
る
掌
書
記
や
観
察
支
使
な
ど
「
記
室
」
の
職
は
名
器
あ
る
ポ
ス
ト
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
ll|
李
朝
『
卓
呉
記
』
は

(

問

)

虚
簡
能

・
筒
辞
・
弘
止
・
簡
求
四
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
夏
州

・
河
孟
・
昭
義
・
那
州
に
お
い
て
「
皆
な
掌
記
に
任
ぜ
ら
」
れ
た
こ
と
を
以
て
「
按

ず
る
に
、
使
下
の
書
記
は
必
ず
文
皐
有
り
て
時
稿
を
得
た
る
者
を
揮
び
て
之
に
任
ず
。
直
街
能
兄
弟
四
人
、
並
び
に
嘉
選
に
嘗
た
る
。
時
に
亦

た
無
比
」
と
記
す
ー
ー
か
ら
す
れ
ば
、
異
と
す
る
に
は
嘗
た
る
ま
い
。

幕
職
の
才
彦
は
朝
廷
の
エ
リ
ー

ト
・
ポ
ス
ト
に
こ
そ
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

卿
と
帰
る
者
、
十
に
八
九
た
り
。

(
白
居
易
『
自
民
長
慶
集
』
四
九
「
温
完
卿
等
授
官
賜
緋
充
治
景
江
陵
剣
官
制
」
)
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今
の
俊
川
人
は
先
ず
征
鎮
に
野
せ
ら
れ
、
次
い
で
朝
廷
に
升
る
。
故
に
幕
府
の
選
は
蓋
閣
を
下
る
こ
と
一

等
に
し
て
、

異
日
入
り
て
大
夫
公

是
に
由
り
方
面
の
威
権
は
盆
々
重
く
、
静
置
の
土
は
朝
廷
を
以
て
開
地
と
魚
し
、
幕
府
を
謂
ひ
て
要
津
と
帰
す
に
至
る
。
遁
騰
倹
忽
に
し

て
、
坐
し
て
郎
省
に
致
れ
ば
な
り
。

(
『
唐
語
林
』
八

補
遺
)

の
如
く
、
幕
職
官
が
む
し
ろ
昇
達
の
捷
路
と
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

決
に
幕
職
か
ら
の
入
朝
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ
ち
見
任
の
朝
廷
の
正
員
官
が
藩
府
に
辞
召
さ
れ
る
ケ
l
ス
に

つ
い
て
も
鯛
れ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
宰
相
や
宰
相
候
補
と
目
さ
れ
る
高
紐
官
僚
の
出
鎮
と
も
な
れ
ば
、
そ
の
野
を
受
け
て
パ
ト
ロ
ン
と
の
私
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を

培
う
こ
と
は
、
将
来
渓
想
さ
れ
る
宰
相
へ
の
返
り
咲
き
ゃ
入
相
の
際
の
引
薦
を
は
じ
め
と
し
て
、
有
形
無
形
様
々
の
メ
リ
ッ

ト
が
期
待
さ
れ
た

」
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、

王
起
(
藍
回
尉
↓
李
徳
裕
に
鮮
さ
れ
准
南
節
度
掌
書
記
。

『
奮
唐
醤
』
一
六
四
)
、

(四〉

柳
公
縛
(
吏
部
員
外
郎
↓
武
元
衡
に
跨
さ
れ
西
川
「
剣
官
」。
同
一
六
五
〉
、

直
筒
能
(
殿
中
侍
御
史
↓
牛
信
掃
に

陛
附
さ
れ
山
南
東
道
槻
察
剣
官
。
同

一
六
三
〉
、

李
石
(
兵
部
郎
中
↓
令
狐
楚
に
辞



畿
尉
や
御
史

・
郎
官
と
い
っ
た
エ
リ
ー
ト

・
ポ
ス
ト
在
任
者
が
敢
然
と
藩
府
の
降
召
に
麿
じ
て

行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
見
任
の
御
史

・
郎
官
を
酔
召
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
度
々
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
一
向
に
数
果
は
な
か
っ
た
よ
う

(

加

)

(

氾

)

で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
宰
相
の
出
鎮
の
際
に
は
見
任
の
朝
官
を
辞
召
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
て
い
た
上
、
「
故
事
、
赤
尉
の
相
府
に
従
ふ
は

朱
紋

・
殿
中
を
得
」
(
『
金
石
牽
縞
』
一
一
七
「
孔
静
墓
誌
」
威
遜
十
五
年
リ
八
七
四
)
と
い
っ
た
文
言
を
見
れ
ば
、
見
任
官
が
僻
召
さ
れ
た
場
合
の
検

校
・
乗

・
試
官
や
賜
服
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
定
例
と
稽
す
べ
き
規
定
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
れ
太
原
節
度
副
使
。
同
一
七
二
〉
の
よ
う
に
、

」
れ
は
「
血
公
(
一
商
)
大

政
を
乗
執
し
て
廟
算
に
掃
す
。
府
君
相
官
林
の
種
例
を
以
て
、

合
に
優
陸
を
得
る
べ
く
、

遂
に
太
常
寺
協
律
郎
に
除
せ
ら
る
」

(
『
隆
編
(
洛
陽
一

五〉』

「孫
議
墓
誌
」
年
次
不
詳
)
と
あ
る
府
主
入
相
時
の
奮
幕
職
官
(
い
わ
ゆ
る
故
吏
)
引
薦
慣
行
「
相
幕
の
瞳
例
」
な
る
表
現
と
好
一
封
を
な
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て

O
李
方
玄
二
進
士
登
第
(
賓
暦
二
)
↓
秘
書
省
校
書
郎
↓
「
以
協
律
郎
潟
江
西
観
察
支
〔
街
〕
使
斐
誼
(
大
和
四
J
七
)
観
察
剣
官
」
↓
「
裳

公
移
宣
城
(
大
和
七
〉
授
大
理
評
事
・
園
練
剣
官
」
↓
「
向
書
鴻
公
宿
白
兵
部
侍
郎
節
鎮
東
川

(
大
和
九
J
開
成
元
)
以
監
察
裏
行
震
観
察

判
官
」
↓
「
不
一
歳
、
御
史
府
取
震
員
御
史
」
↓
左
補
闘
↓

「
丞
相
(
李
)
固
言
以
門
下
侍
郎
出
鎮
西
萄
(
開
成
一
了
曾
昌
元
)
・
:
以
検
校
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躍
部
員
外
郎
参
節
度
軍
謀
事
」
↓

「徴
奔
起
居
郎
」

と
い
っ
た
例
が
典
型
的
に
示
す
よ
う
に
、

(
社
牧
『
焚
川
文
集
』
八

「唐
故
庭
州
刺
史
李
君
墓
誌
銘
弁
序
」
)

唐
後
半
期
に
お
け
る
官
人
(
特
に
進
士
登
第
、
師
陣
褐
秘
校
か
ら
諸
問
要
官
に
至
る
よ
う
な
上
層
官
人
〉

に
お
い

て
は
、
幕
職
↓
入
朝
↓
幕
職
↓
入
朝
の
如
く
、

い
わ
ば
ジ
グ
ザ
グ

・
コ
l
ス
を
辿
り
つ
つ
キ
ャ
リ
ア
を
上
昇
さ
せ
て
行
く
こ
と
が
常
態
と
化
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
藩
鎮
幕
職
官
の
あ
り
方
は
、

全
瞳
の
中
に
有
機
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
が
中
央
官
僚
機
構
に
し
っ
か
り
と
繋
ぎ
留
め
ら
れ
、
唐
朝
官
僚
制
度

今
の
諸
侯
、
賓
府
に
延
し
て
賢
俊
を
躍
す
る
も
、

壷
く
は
能
く
簿
謀
・
縛
姐
の
事
を
備
ふ
る
に
非
ず
。

己
。
藩
方
の
有
事
に
至
り
で
は
、
能
く
危
を
済
ひ
難
を
静
め
る
者
有
る
こ
と
鮮
し
。

徒
だ
官
秩

・
康
食
に
繋
が
る
而

35 
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(
『
陸
編
(
洛
陽
一
四
)
』

「
張
信
基
誌
」
大
中
四
年
リ
八
五
O
)

と
記
さ
れ
た
墓
誌
の
一
文
は
、

任
地
に
あ
っ
て
「
官
秩
」
と
「
康
食
」
、

す
な
わ
ち
官
資
と
俸
旅
に
の
み
腐
心
し
、

『
唐
曾
要
』
御
史
蓋
篠
に
よ
れ
ば
、
大
暦
十
四
年
(
七

「
藩
方
」
で
は
な
く
中
央

に
顔
を
向
け
た
往
事
の
幕
職
官
の
姿
を
、
巧
ま
ず
し
て
寓
し
出
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、

七
九
)
と
元
和
五
年
(
八
一

O
〉
に
は
諸
道
の
節
度
・
観
察
使
に
判
官
一
人
を
選
ん
で
郵
騨
を
専
知
さ
せ
る
旨
、

護
令
さ
れ
て
お
り
(
『
唐
曾
要
』

ノ、

御
史
啓
一
中
・
館
騨
)
、

大
和
四
年
(
八
一
二

O
)
に
は
御
史
中
丞
魂
蕃
の
奏
に
よ
り
、
諸
道
州
府
の
百
姓
の
寛
罪
等
の
訴
え
に
劃
し
て
は
「
諸

選
観
察
使
幕
中
の
剣
官
」
の
「
憲
街
を
帯
す
る
者
」
に
推
劾
を
委
ね
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
(
同
六
二

御
史
肇
下

・
推
事
)
。
ま
た
李
肇
『
唐

園
史
補
」
下
「
用
使
下
御
史
」
僚
は
、
大
朝
舎
時
に
「
監
察
御
史
の
押
班
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
使
下
御
史
の
朝
奏
に
因
る
者
も
て
之
を
掻
せ
し
」

(
幻
)

め
た
と
記
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
藩
鎮
幕
職
官
に
お
け
る
憲
官
は
、
た
だ
の
虚
衝
で
は
な
く
、
中
央
御
史
蓋
本
来
の
任
務
と
も
臨

機
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
検
校

・
兼

・
試
の
官
は
た
だ
に
肩
書
き
や
昇
進
の
目
途
を
示
す
「
虚
」
街
と
見
え
て

(

お

)

さ
に
あ
ら
ず
、
場
合
に
麿
じ
て
こ
れ
を
「
寅
」
任
に
充
て
る
唐
朝
の
官
制
運
用
は
、
む
し
ろ
巧
妙
と
さ
え
評
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
う
し
た
入
念
と
も
い
え
る
手
績
き
を
経
て
、
藩
鎮
幕
職
官
と
中
央
官
僚
機
構
の
接
合
を
は
か
っ
た
唐
朝
の
、
そ
こ
に
識
さ
れ
た
意
園
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
安
史
の
凱
の
鬼
子
た
る
中
央
に
劃
す
る
強
大
な
遠
心
力
と
し
て
の
藩
鎮
を
、
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内
側
か
ら
牽
制
す
る
こ
と
に
他
な
る
ま

ぃ
。
幕
職
官
の
意
識
や
志
向
が
常
に
中
央
朝
廷
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
藩
鎮
を
中
央
の
統
制
下
に
組
み
入
れ
る
「
見
え
ざ
る

求
心
力
」
と
し
て
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
有
名
な
漸
西
の
藩
帥
李
錆
の
叛
凱
に
際
し
、

(
虚
)
坦
毎
に
之
と
争
う
に
、
詞
深
切
な
れ
ば
、
聴
く
者
皆
な
之
が
矯
め
倶
る
。
累
ね
て
去

る
を
求
む
る
も
得
ず
。
九
そ
錆
の
府
に
在
る
こ
と
七
年
、
官
改
め
ら
れ
ず
。
錆
の
悪
賦
滋
々
大
な
れ
ば
、
坦
難
に
及
ぶ
こ
と
を
慮
り
、
叉

(
李
〉
錆
行
な
う
所
、
多
く
法
に
循
は
ず
。

た
力
を
以
て
争
ふ
可
き
に
非
ざ
れ
ば
、
遂
に
斐
度

・
李
約

・
李
稜
と
興
に
繕
い
で
以
て
罷
去
す
。

(
李
錫
『
李
文
公
集
』
一
一
一
「
故
東
川
節
度
使
虚
公
坦
俸
」
)

と
い
っ
た
虚
坦

・
装
度
ら
の
行
動
の
よ
う
に
、
或
は
い
よ
い
よ
叛
観
勃
護
の
局
面
に
お
い
て
「
中
使
と
輿
に
頻
り
に
之
を
品
嚇
し
て
」
錆
に
入
朝



〈

川

品

)

を
促
し
て
殺
害
さ
れ
た
剣
官
王
携
の
行
動
の
よ
う
に
、
或
は
反
蹴
の
撤
文
を
書
く
よ
う
迫
ら
れ
な
が
ら
「
伴
り
情
れ
て
管
を
戟
は
し
紙
を
揺
ら

(
お
〉

せ
ば
、
札
に
下
す
に
皆
た
字
た
る
こ
と
能
は
ず
」
と
い
う
態
を
装

っ
て
虎
口
を
脱
し
た
李
紳
の
行
動
の
よ
う
に
、
具
瞳
的
な
姿
と
な
っ
て
あ
ら

(
お
)

わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
般
に
九
世
紀
以
降
、
河
朔
三
鎮
の
よ
う
な
「
反
側
の
地
」
を
除
く
「
順
地
」
の
藩
鎮
は
「
官
僚
貴
族
的
支
配
」
の

(明む

も
と
に
組
み
込
ま
れ
た
と
評
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
に
藩
帥
の
出
自
と
い
う
の
で
は
な
く
、
右
の
如
く
幕
職
官
を
も
含
む
落
鎖
権
力
の
上
層

構
造
全
瞳
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
寅
相
を
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
幕
職
官
と
糟
稿
さ
れ
る
藩
鎮
幕
下
の
職
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
使
下
の
幕
職

に
は
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
「
幕
賓
」
「
賓
僚
」
と
稽
さ
れ
る
よ
う
な
上
級
幕
職
官
と
、
む
し
ろ
吏
職
的
存
在
と
も
い
う
べ
き
下
級
幕
職
官

の
二
系
統
の
職
制
が
、
明
ら
か
な
質
的
差
異
を
以
て
併
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
藩
鎮
幕
職
官
は
令
外
の
制
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て

か
、
従
来
か
か
る
職
制
の
位
相
差
に
つ
い
て
は
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
来
ず
、
商
者
を
一
括
混
同
し
て
扱
う
よ
う
な
傾
向
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
『
新
唐
書
』
四
九
下
職
官
志
は
、
節
度
使
下
の
幕
職
と
し
て
、
副
大
使
知
節
度
事
・
行
軍
司
馬
・
(
節
度
)
副
使
・
判
官
・

支
使

・
掌

書
記
・
推
官
・
巡
官

・
街
推

・
同
節
度
副
使
・
館
騨
巡
官

・
府
法
直
院
官

・
要
籍
・
逐
要
・
親
事
を
列
奉
す
る
。
し
か
し
こ
の
記
事
は
、
同
節

(
お
〉

度
副
使
は
加
競
に
過
ぎ
ず
、
府
法
直
院
官
は
唐
代
の
史
料
上
つ
い
ぞ
そ
の
名
を
見
な
い
な
ど
、
あ
ま
り
に
問
題
が
多
い
上
、
巡
官
以
上
の
上
級

(
m
U
)
 

幕
職
官
と
街
推
以
下
の
下
級
幕
職
官
を
同
列
に
併
置
す
る
と
い
う
典
型
的
弊
に
陥
っ
て
い
る
。
上
級
幕
職
官
、
す
な
わ
ち
前
項
で
見
た
如
き
中

諸
使
雑
録
上
、
貞
元
十
六
年
十
二
月
の
敷
に
、

- 37ー

央
官
界
と
密
接
な
相
互
交
流
回
路
を
も
っ
「
賓
僚
」
と
は
、

『
唐
舎
要
』
七
八

諸
道
観
察
・
都
圏
練
・
防
禦
及
び
支
度
帥
{
呂
田
・
経
略
・
招
討
等
の
使
の
、

麿
に
奏
す
べ
き
の
副
使
・
行
軍

〔
司
馬
〕
・
剣
官
・
支
使
・
参

宜
し
く
三
週
年
以
上
に
て
改
轄
を
興
へ
よ
。

(

鈎

)

「
蓋
省
の
官
」
の
「
改
轄
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
明
記
さ
れ
る
範
圏
の
も
の
で
あ
り
、
或
は
同
七
九
諸
使
雑
録
下
、
倉
昌
五

年
九
月
の
中
書
門
下
奏
に
「
諸
道
剣
官
の
員
額
」
と
し
て
、
次
掲
表
1
の
如
く
、
そ
の
員
数
が
明
示
さ
れ
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。

「
剣
官
」

な
ど
と
融
穏
さ
れ
る
の
は
か
か
る
上
級
幕
職
官
で
あ
り
、
唐
朝
朝
廷
は
こ
の
範
圏
の
幕
職
官
に
い
わ
ば
「
蓋
省

謀
・
掌
書
記
・
推
官
・
巡
官
の
、
蓋
省
の
官
を
改
轄
す
る
を
請
ふ
は
、

と
あ
る
如
く
、
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諸使雑録下，曾昌五年九月中書門下奏による〉

観察使 クフス 5 (奮 6) 園練局11使 ・判官 ・観察判官・支使・推官

節度使クフス 6 (奮 8) 節度晶IJ使・ 判官 ・掌書記 ・推官 ・観察判官・文使

幽州・ 1笛青 7 (萄 9) 上記に+虚龍節度推官[幽州J/押新羅j勃海巡官 [泌青]

准南・ 1可東 8 1/ +巡官 +営 団判官[准南J/留守判官 [河東]

西川 8 (奮 12) H +巡官+雲南判官

幕職の定員(u"唐舎要」七九表 1

の
官
」
に
準
ず
る
官
人
と
し
て
の
慮
遇
を
輿
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
州
に
お
け
る
韓
愈
(
観
察
推
官
)
、
准

中
晩
唐
の
文
事
史
上
に
名
高
い
文
人
の

南
に
お
け
る
杜
牧
(
掌
書
記
)
、

郡
州
に
お
け
る
李
一
商
隠
(
巡
官
)
な
ど
、

幕
職
入
仕
も
無
論
こ
の
範
固
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
「
幕
職
官
」
な
る
語
で
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
か

か
る
上
級
幕
職
官
の
謂
で
あ
る
。
本
稿
も
ま
た
こ
れ
ま
で
「
幕
職
官
」
を
か
か
る
上
級
幕
職
官
の
謂
と
し
て
用
い

て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
藩
鎮
幕
下
に
は
、
前
掲
の
よ
う
な
検
校

・
乗

・
試
官
の
改
轄
規
定
の
候
文
に
は
つ
レ

ぞ
そ
の
名
が
見
え
な
い
、
街
推
・
要
籍

・
逐
要
、
或
は
孔
目
官
・
騒
使
官

・
随
軍
な
ど
の
一
群
の
職
名
が
別
個
に

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
下
級
幕
職
官
の
貫
態
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
詳
考
を
要
す
べ
き
問
題
で

(
補
註
)

あ
り
、
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
職
は
い
わ
ば
「
幕
吏
」
と
も
稿
す
べ
き
吏
職
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は

『
通
鑑
』
一
一
一
六

疑
い
な
い
。
例
え
ば
孔
目
官
は
、

天
資
十
載
二
月
篠
の
胡
注
に
「
孔
目
官
は
街
前
の
吏
職
な

皆
な
其
の
手
を
経
由
す
る
を
須
む
る
を
言
ふ

- 38ー

り

唐
世
始
め
て
此
の
名
有
り
。

九
そ
使
司
の
事
、

一
孔
一
目

な
り
」

と
い
い
、

ま
た
創
南
東
川
節
度
使
と
な
っ
た
柳
仲
野
の
俸
(
『
奮
唐
書
』
一
六
五
)
に

「孔
目
吏
溢
章
簡
な

貨
を
以
て
近
倖
と
交

は

り

、

之

を

如

何

と

も

す

る

無

し

」
と
あ
る
如
く
、

(
紅
)

(

M

M

)

ば

「孔
目
吏
」

と
も
稽
さ
れ
る
よ
う
に
、
藩
政
の
庶
務
部
長
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
市
し
て
そ
れ
は
、

る
者
あ
り
。

前
後
の
廉
使
、

し
ば
し

『
唐
園
史
補
』

上
に
見
え
る
韓
混
と
劉
元
佐
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
に
、

韓
忍
日
公
、
江
東
白
り
入
観
す
。
:
:
:
是
の
時
、
劉
元
佐
、
大
梁
に
在
り
、
個
強
に
し
て
制
し
難
し
。
混
、
必

ず
朝
観
を
致
き
し
め
ん
と
欲
し
、

日
、
大
い
に
金
吊
を
出
し
て
賞
必
討
す
れ
ば
、

結
び
て
兄
弟
と
篤
り
、

入
り
て
其
の
親
に
奔
す
。
車
を
駐
む
る
こ
と
三

一
軍
之
が
痛
め
傾
動
し
、
元
佐
敬
伏
す
。
乃
ち
人
を
し
て
密
か

に
混
を
聴
せ
し
む
。
視
、
夜
孔
目
吏
に
問
ふ
て
日
く

「今
日
費
や
す
所
多
少
ぞ
」
と
。
詰
責
す
る
こ
と
頗
る

細
な
り
。

元
佐
笑
ひ
て
之
を
都
し
む。



「
幕
賓
」
と
し
て
使
主
と
抗
躍
す
る
文
筆
系
上
級
幕
職

官
と
は
、
明
ら
か
に
異
質
な
範
暗
に
属
し
て
い
た
。
要
籍
・
逐
要
な
ど
他
の
職
掌
に
つ
レ
て
は
後
節
に
譲
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
吏
職
的
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
藩
政
機
構
に
お
け
る
下
級
幕
職
官
の
地
位
は
、
「
官
」
(
流
内
)
た
る
上
級
幕
職
官
に
劃
し
て
、
む
し
ろ
「
吏
」

と
あ
る
如
く
、
経
理
の
細
部
に
つ
い
て
詰
責
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

(
流
外
〉
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
貼
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
あ
ら
た
め
て
論
及
し
た
い
。

11 

准
南

・
祈
西
藩
鎮
に
お
け
る
幕
職
官
の
人
的
構
成

さ
て
、
話
を
藩
鎮
辞
召
制
の
問
題
に
戻
せ
ば
、
従
来
「
貴
族
制
に
劃
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」

に
お
い
て
、
或
は
牛
李
の
黛
争
に
お
け
る
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
黛
涯
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
て
来
た
藩
鎮
幕
職
官
と
は
、
専
ら
中
央
官

「
新
興
層
の
官
界
進
出
の
階
梯
」
と
い
う
文
服

界
と
相
互
交
流
回
路
を
保
持
す
る
上
級
幕
職
官
の
謂
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
幕
職
官
が
中
央
官

界
と
密
接
に
リ
ン
ク
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
昇
達
の
回
路
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

「
幕
賓
」
た
る
そ
の
地
位
も
決
し
て
低
く
は
な
か
っ
た
と
す

- 39ー

る
と
、
所
謂
在
地
の
「
新
興
層
」
が
た
や
す
く
こ
れ
に
辞
召
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
要
す
る
問
題
と
な
ろ
う
。

(

出

)

あ
ま
つ
さ
え
、
前
掲
表
1
に
見
る
よ
う
に
、

上
級
幕
職
官
の
定
員
は
さ
な
き
だ
に
多
く
は
な
か
っ
た
上
、

令
狐
楚
・
:
:
弱
冠
に
し
て
準
土
に
雁
じ
、
貞
元
七
年
登
第
す
。
桂
管
観
察
使
王
扶
其
の
才
を
愛
し
、
躍
を
以
て
僻
召
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

楚
の
従
は
ざ
る
を
健
る
。
乃
ち
先
に
聞
奏
し
て
後
ち
聴
を
致
す
。

(
『
奮
唐
室
閏
』
一
七
二

令
狐
楚
停
)

羅
譲
、

父
憂
に
丁
る。

喪
服
既
に
除
か
る
る
も
向
ほ
航
衣
茄
茶
し

四
方
の
辞
に
従
は
ざ
る
こ
と
十
年
た
り
。

李
郎
准
南
節
度
と
漏
る

に
、
其
の
家
に
就
き
て
奔
し
て
従
事
た
ら
ん
こ
と
を
請
ひ
、
監
察
御
史
に
除
せ
ら
る
。

(
宋
本
『
加
府
元
勉
』
七
二
九

幕
府
部
・
僻
署
四
)

(

鈍

)

と
あ
る
如
く
、
藩
帥
た
る
者
、
天
下
の
僑
才
・
名
士
を
こ
そ
帯
し
て
藩
府
の
撃
墜
を
高
か
ら
し
め
ん
も
の
と
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
し

て
著
名
の
才
彦
を
多
く
幕
下
に
抱
え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
「
幕
府
皆
な
一
時
の
高
選
」
と
稿
さ
れ
た
漸
西
・
李
栖
錆
の
幕
を
皮
切
り
に
(
『
新

「其

の

揮

ぶ

所

の

従

事

、

後

ち

多

く

頴

達

」

し

た

と

い

う

宣

教

・
昼
前
の
幕

裳
胃
停
〉
、

多
く
名
流
を
得
、

-・・
幕
中
の
士、
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(
『
奮
唐
書
』
一
八
八

佳
街
俸
)
、

「
開
府
一
時
の
選
を
極
む
」

と
稽
さ
れ
た
西
川
・
武
元
衡
の
幕
(
同
一
五
八

武
元
衡
傍
)
、

辞
す
る
所
「
皆
な

一
代
の
名
流
、
其
の
興
に
す
る
所
を
親
て
人
士
之
を
重
ん
」

じ
た
と
レ
う
宣
教

・
王
質
の
幕
(
同
一
六

王
質
傍
〉
、

宰
相
が
縁
者
を
幕
職
に

請
託
し
た
の
を
担
否
し
て
「
故
に
其
の
僚
佐
:
:
:
嘗
時
の
濯
を
極
む
」

と
稿
さ
れ
た
江
西
・
沈
傍
師
の
幕
(
『
新
唐
書
』
一
一
一
一
一
一

沈
俸
師
俸
)
等

々

「
盛
府
」
の
名
を
天
下
に
博
し
て
、

よ
く
府
主
の
面
白
を
施
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
な
幕
職
官
(
以
下
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
「
幕
職
官
」
と
は
前
述
の
上
級
幕
職
官
を
指
す
)
に
、
果
た
し
て
在
地
「
新
興

層
」
が
食
い
込
み
得
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
の
間
題
に
迫
る
に
は
、

一
一
潜
の
幕
職
官
在
任
者
を
可
能
な
限
り
ピ
γ

ク

・
ア

ッ
プ

し

そ
の
人
的
構
成
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、

さ
し
あ
た
り
取
り
う
る
手
段
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て

そ
の
事
例
と
し
て
最
も
適
合
的
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
農
業
生
産
・
流
通
経
済
南
面
で
の
最
先
進
地
帯
と
し
て
、
唐
朝
財
政
の
背
骨
を
捨
っ
た
「
重
賦
の
地
」
す
な
わ
ち
江
准
の
藩
鋲
と
な
ろ

(
お
)

ぅ
。
か
ね
て
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
そ
こ
に
は
「
地
主
・
富
一
商
・
土
豪
」
と
い
っ
た
在
地
有
力
者
層
の
族
生
が
見
ら
れ
、
彼
ら
が
「
影
占
」
な
ど

(
町
四
〉

を
通
じ
て
藩
鎖
権
力
機
構
へ
の
食
い
込
み
を
も
圃
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
本
節
で
は
、
江
准
を
代
表

す
る
藩
鎮
で
あ
る
准
南
節
度
使
と
新
西
観
察
使
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
幕
職
官
の
人
的
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
准
南
は
節
度

(

幻

)

使
ク
ラ
ス
の
藩
鎮
(
し
か
も
西
川
や
河
東
と
並
ん
で

「宰
相
回
朔
の
地
」
と
稿
さ
れ
る
重
鎮
)
、

- 40ー

漸
西
は
観
察
使
ク
ラ
ス
の
藩
鎮
で
あ
り
、

か

か
る
藩
鎮
の
格
式
の
差
が
辞
召
さ
れ
る
幕
職
官
の
階
層
に
も
反
映
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
貼
も
雨
鎮
を
選
ん
だ
理
由
の
一
で
あ
る
。

(

お

)

ま
ず
幕
職
就
任
者
に
つ
い
て
は
、
戴
偉
華
氏
の
務
作
に
加
え
、
正
史

・
文
集

・
地
方
志

・
墓
誌
類
か
ら
可
能

次
に
分
析
の
方
法
で
あ
る
が
、

な
限
り
ピ
ッ
ク

・ア

ッ
プ
に
努
め
た
。
封
象
と
す
る
時
期
は
、
安
史
の
凱
後
の
藩
の
成
立
時
よ
り
、
寅
由
来
の
凱
に
よ
っ
て
唐
朝
中
央
政
権
が
崩

壊
す
る
康
明
元
年
(
八
八

O
)
頃
ま
で
と
し
た
。

こ
う
し
て
抽
出
し
た
准
南

・
新
西
南
藩
の
幕
職
就
任
者
に
つ
い
て

さ
ら
に
そ
の

「
山
凶
向
口
ー
」

「出
身
」
を
調
べ
て
一
覧
デ
ー
タ
と
し
た
も
の
が
、
次
頁
以
下
に
掲
げ
た

{
潅
南
藩
鎮
幕
職
官
在
任
者
一
覧
表
}

{
湖
西
藩
鎮
幕
職
官
在
任
者

一
覧
表

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
出
自
」

「
出
身
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
匡
分
に
よ
っ
て
い
る
。
表
中
の
記
競
等
も
含
め
、
以
下
簡
単
に

説
明
す
る
。
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;佐南藩銀幕職官在任者一覧表 (756~879)

書帥 在任 ND 娃名 事臆名
i身地到底 出 国 佐官手段金特状況 X .f.1 iri ~ 

直 州。県 郡盟 郡盟 ，.団新情|斬量その他
字凪式 1561 I 袈定 判官 。。 。 河東 IA 膚 S 底 11' IHI71上

21週，iji土 ...tl己 i~l 崩州l 。

曜長
主 1t.5 ..聞元23 190下 202 英668

31iii ill: 行軍司璃 。。 。 太 1t.5 A開冗28 71下 盟陵11
4円舞 。 。。 。 。 E寺150

rti i亙『輔、'" 5李J!; 判官 ヮ。 。 |閣西 |木贋.5 蔭 72上 英627

6111 '" 判官 「担右 寮 H結揚 天水 太置.5 A買置 7 148 194175下
町。景山 問、納 7問描。 i'J~t 謝州出 × {河東) 企王盲目 130 151175下

8・.I見。 醐円 東北長安 。

時
(姓) l露 129 126173上

9亜 lii 行軍司馬 戸11tA 州安事 。 揖 S |岨 i 72下 呉輿14
E 園 1"，-，曲 10李承 l官 河北 団付高邑 。 |組郡 京ー膚・1t・51L'. 115 143¥72 

1¥宣曾 |節L判官 河東 問中虞郷 × 河東 A 145 151175下 幡製 8
12需用珊 l節度li'l使 河4 国 !II元犠 X * 152 170 
¥3瞳寅 判官 阿南 開州俊平 i陳郡|眉 企天買4 202 寄集4
141';;慣 1m 行窓司馬 岡円 J1:j 。 東北 太贋 |信元 14 英389・娃四校2
Il史 。 。。 。 つ ヰ.5
16邪 |書採 o '0 。 o t寺149
17 現。 江南 市 HUl興 晋股 5 |曲 i 英720.Jl!J!216 
18李 帽 |家事le 河北 組州費量 。 組郡 |太・贋 1t.5企 190下 203 72上 英703
19醇 弁。 。。 。 l可東 京贋 S ワ 73下 昆 陵16
20李相日 省広書紀 何北 組州費量 。 組郡 ;1;:.膚・北。 51'‘ 190下 203 72 梓73

'"元F F伺・~J11 21王 行軍司馬 。。 。 o 拝73
22ltJ: I右。 開門 J1:n周年 。 東北 太腐 S 韮 1<7 166172上

陣少直 問、，. 23房f掴置 判官 t可南 可南何南 阿南 贋 S 信 111 139171下 箇 126
24密情 観臨判官行軍司司 河南 '11明t 。 i可東 主晦 S ム 122 130171上
2ll~1J太虞 l節度判官 江南 宜州 |宜捕贋 ..玉置13 137 203 文538
訪問問E 判官 何北li衝州1& x 伊東} 企天宮 15 130 151175下
日曜草。 何1t|幽州三 。 定陽 贋北・ 5 1時 140 147173上
28陸買。 江南|金事 I1 。 呉郡 贋 1t.5畔 189下 168 
29踏僅 節度判官 河東 I司中 x 

荷(天東水一] 
隠 200 

冨榊藷畢落9陽 12301:5 1胃 11:'謀限額判 河東 河中 。 企 137 160 
31也開 判官 関内 京兆九 。 博陵 ，..5 ? 72下冨面1126 
3211畠述 |暑謀 。。 。 ? 26 
33趨匝 巡官 9 。 。 ? 画126
3'肝子瑠t姐} l官 。ヲ X (安陸) Ir:i ? 73上 画126

仕 E ，"_，醤 3l民薗 ，.書記 f可闇 河南陸海 O A X 贋 S マ筆中 l 202 英944
36冗棋 。 ワワ 。 河南 贋 S ? 75下 英726
37世えっ ワワ ? 

a‘ 央 726
38量l • I? 

荷醐東内
東花寓年 。 京j~ 贋 信 1401 158 11置県23

39強弘揖 。 何中摘氏 。 fCl!1l 贋 S 描 1291 127 72下
8土問 'wー剛 40車.0 I? 関内|東北高年 。 :m: j~ 主慣 底 1401 158 |曜軍23

411~J II;銭 |隼:膏配 河南 '1閉 l 阿南贋 4臥貞冗 9 1601 168 劉集39
'2劉'elll 日度判官 河南 河南伊関 x (贋平)

4‘ 160171 
'3冒常 |書原 関門 草花生埴 。 怯凪 贋 S 企大11114 1551 175 71下
"甚面。 ヮ。 。 向車 ヌに贋 5 企永恭 2 71上 t;V27 1 
'l段平仲 i・:寄託 陣右 涼州 武庫贋

4‘ 1531 162 
46南百tII 判官 ワワ 。 ? 薗 147
47李歪 I官 。勺 。 。 |幽 147
481f1i:元同 l昆 何衛，.11 宮1華陽 ;;;.贋 1t.5 企建中 2 齢議舎249豆直輝 !掌書le 。。 ? 

4‘ 
lO厚 |審謀 。。 ? 。

|持359
II暗暗 行軍司馬 間 F 車兆三原 。 陽平 1JII 陸 138175下III集26劉.11
l2王跨 節度.，恒行軍司明

南江南市
。 × 草 1511 170 11113 

l3槽頁 。
|慣州1'1門 阿南 京・1t.5 企貝元8 1551 163 英783

王開 回、四 l4爵密 行軍司馬 1可東 問中。 。 河東 A'贋 S 医 73下 割 軍3
II棋士股 l書謀 醐内 il!J村 安定 贋 守大麿 5 極緬洛陽13

李吉荷 証圏、畢帽 l6孔敵 |節度判官 何4|麓州下1" 審固 x・1t.5 』‘ 1541 163 75下
l7禍同窓 ? 。。 。 ? 文<79
l811ii圏械 。 。。 o 。 文，79
19王 E 11厚膏l己 。。 。 主鼠 IA 蘭 S 企奥元14'"元相3 1641 167172 
60様 。 ヮ。 。 ? 事55

李即 '10-'" 61届 。 江南|昌!HI曾荷 × A貝元17'"元和1 1881 197 
62王 |書謀 向車|井州祁 1iJ 1;;;原 京・贋 S 企元朝6 1631 164 劉聾3
6311盃 ワ 'l'1t 採{安平 。 博陵 l贋 S ι 1621 159 72下
副 主事公 。 醐1 東北長安t 。'間百 IA膚 S i匝' 70上 贋le343
6ll1l: 署 巡官 |開門|京尭 @ 京北 主'Il'i ワ 74上置編江~
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抽;1);公 制F、，，' 661lli投 目 。 ρ ヒ|傑州安平 。 間隙 l質・ 8 4 1621 159 72ド
李英簡 4le-m 67 弘景 |節度高H吏 |醐l 東北 。 京兆 太商 血肉 )C- 1571 116 74よ

681，，;損。 江南|陸州新安 X 企元手口 l 176 

69 医甲輯 。 ワワ × (置平 4‘ 1671 152 75 1:寺487

70 1 Iffi柑 青田リ使 ?っ 破 邪 ヌに腐ヰt.S つ R拙 8
71強又新 。 i'f 探州陸1軍 x (常山 企元手口 9 1491 175 |才校 6

王描 m-B2I 2.2l興。 。 。。 。 ワ |贋記84
段文昌 剛、闘 73李種情

車行京軍事司I菅馬
例 衛州 。 |組郡 贋ヰヒ S|陸 146172 呉開 14

74阻鴨 江I 鮮州 。 |県郡 1'" 腐，t.S 企フ日目 l ~J*28' 英639
75李同

曙害買1

|閥円 京苑畳安 。 |胤酉 |太贋 5 企長慶 1TJlic慶 1 1731 131 70 |千唐1037

直従 師、開 76皇甫曙 。? 。 ~jê 口 11 持556膚記155

牛憎璃 "，_副『 77杜牧 |草書配 |関内 草花周年 。 |京北 |太贋 S 企 ζ和2T大和2 1471 166 72上 奨川 10

78 ・4 準皐 判官 ヮ。 × 1I贋陵) ワ 挺川 4
79 |幅鷺 11!1i1，刷 e 。。 ? ワ '1i180 

辛噌裕 副、帥 80 卜:Il! I? 江間|潤州句容 丹陵|眉 A 1771 183 71上

81杜顕 観窮支{直 間内|京兆周年 。 京兆 |太・贋 S 企大白6 72上l奨1119

821開情百 節度推官 関内1:l1tlt × {穎)11 。 値幅描鴎13

手岬 IU同、同 831開閉 観踊慌官 。? 。 。 苗18下 173
刷、同 84 |李公佐 nl? 関内|東北長安'由ワ |雌西 |太・腐 S |曲i'! 70上 箇18下

85冗書 揮官 ワワ 。 |阿南 1贋 S 。 75下 箇 18下

861県洪 l旺巨
。。 。 。 薗 18下

871抽措 l推官 ワワ 。 。 画 18下

881貿信 。 ワワ 。 企貞元21 金華上

89強不展 。 ?っ 。 (南陽 a‘ 161記372.tB林4

社示 I岨、酬 90 備収
事師夜度E惟E官 間内 同州満期 。 弘農 ー贋北 S 企曾昌 l 1771 184 71 "F 

1Ii YIIl 制，_刷' 91 醇庇(怪}匝 阿東 町中置鼎 。 ロI東 間 S'， 蔭' 73下 英412

92 1"" 遅 "*'書配 可北 1車州平田 。平昌 .5 A曹昌 5 li'事54

キ土iaII曲、醐 93 畢誠。 可岡郡 4須昌 Jl!平 ー一・1t 企大和 6 1771 183 75下

94 品眠つ 問符 同州凋均 。 弘農 -眉 1t.5A曹昌 l i111 184 71下

95 |李岨 眠閉d ‘世
。。 。 盛編消防1'1

96 李軍之ワ 推南|庖州色肥 。 (局部 企長居~4 η上':.535 

直鉱 出、相 97 王世 節度判官副使 I河東|弁州晋陽 。 太原 太 腕 .5 A大相9'‘大中1 t6ol 143 72中 司空7

98 |掛収日 阻開~世 開内 同州調均 。 弘鹿 太贋 5 企曾昌 1 1771 184 71下

99 孔悼 観積王1吏 可1ヒ|龍州下博 番 困 太.，t.5 a‘ 1791 163 75下

100 |闘車 間帯 L匝 何1|観州冠氏 陽平 1N A 1771 184 75下 玉提

101 |飽摘 。 1可 探州安平 。 博sJ! 贋 S 4‘ 159172下 括林7

102 Illi II つ ? ，? 。 r肉l' 大尉 S '"大中 72下 担苗11

103 世充 節E品目11吏 ワワ ワ 。 控雷11

104 |世描 ワ 1'" 探州安平 。 博H 廊 S ...大中13 72下 金革上

令担絢 回、岨 105 王田 輩事配 問内|京北 万i兆腐 企大中 11 1781 185 72中

106 班輩 1王使 。 。 つ ワ 庫妃 114

107 
鄭同 E敵E 

つ 可南|鄭H 。 暗防 置北 S 企曾邑 2 1781 185 75 π地729

108 円軍司馬 ワワ 。 軍 腐紀224

明書止 開ー帥 109 ， 腕
苛観疋額刊支す使

っ。 蝿安 ，t. 5 ワ 一唐1186

110 章BBI. 醐円 京兆 。 京正 京 雌 企成過 8 179 185 74上 1部己

李蔚 110-111 111 雪量'*除 ? 
。。 ワ 。 使菖 13

112 僅 1ft I? 
。。 ワ ? 語林7

1131'ド ? 。 。 ワ 。 甲乙

114 縦陣。 r工Iillii:州銭栖 × 昨 181 才一枝9

自由l 調3."・4 阿 115 張抽 ? 山南 部制 。南陽 -府・1t.S磁? 162 

116 抽事長 ワ 何南 被州弘農 。 弘農 ヌに・肺ーヨE・SI'‘ 71下 舷富9・陸出径間Jo1

117 二冊酔 1度判官 剛 '" \!~I高年 。 京 E -摘 S 陰 : 72 指梓7

118 許来 E腸巡官 I工一ヨ且 HI型 × 企成過12 2屋外7

119 刊宗電 。 “ F骨州昨 開I南腐 ...成過 6 179 90171上 u，キヰ7

120 土扱自 事事!e 。 京ヒ :踊 S A成過14 i11 96172 

不詳 121 陸閉ワ I工 軍基Ji呉 。 県郡 "，.n町北 S蔭 162 159 ~~S90 

百陸夜師T1豊w; 協{開王世 何一 映州 。 兵 部 ー鹿 北 SP会' 179 73下
122 

123 ?証書記 J工 ー廊州つ × ...乾符4

124 耳宣 節度 l判官 山 ー 爾lii~陥 南陪 S 臨 ' 72中

r工 IT!"I州丹陥?。 良部 :k・描・4ヒ S 9 74下 腐詑351
125 来増。

。 敵西 -眉 S 蔭 131 801701' 匪編油開13
126 

。 醐F 東長安
既編4ヒー2

張進企 】度副{~ 。 'フ × {清河)
軍。

1ヲ7
H度制使

。 。 。 陳聞 腕 雌ワ "." 性四 4 
128 重肝

来毎 1 i.S 。 75下 姓四校2
129 1" 1ft つ

。 。

1温的。 。 。 or iU糊 府 1t.5 
。 金調 11

130 
雷同巡百 江市 制州武則 呉興 Z腐 S 企聞β 千届 1125

131 仁民引
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溺西藩銀幕職官在任者一覧表 (756~879)

耳帥 在任 No 姓毛 事臆名
出身地塙 出自 佐官手険金利欽況 宜 料 出

通 州県 郡望 郡富墨 斬 斬車 その
JII;貝Z 75a1 I 強従師 。 。。 。 民都 1に・8竃4・51'‘ 毘段11
|飯晶四 F盟、F臼 llf竃辱 行軍司馬 陥右I#.州略陽 天水 太属 S ..王宮 7 1481 19-1 15下

3法.!! I? 山南 HH r工陵 S 

'‘ 
才佼3

4李琴 |圏棟制使 河北 組 4 。 越郡 膚・北 51Y 194 呉興盆石3
|侯令世 7ω3  亙. 1贋 |節度額串劃値 酬 l Ji': J~ 。 京Jt 文ー揖 |臨 74上l蕗定lli工14
l季2贋環 '‘，-，・s 6劉 。 。。 。 。 I寺

71李嵐用 |節度副使 。。 。 ? 通222
1.1;元爾 抽、国 8仕陪。 同門 買 j~周年 。 東北 A 贋 S 信 IHI 156 72上

9準高祐 |判官 河北 組 H 。 組郡 太麿 4ヒ.5..王宮 7 I寺206'2.9
10王園。 ワワ ? 勺 英863
111陸 迅 。 。。 。 。 英863
12張量。 。。 ワ 。 ~863 

字情局 ?図、同 13袈胃 |間損王If 河南 'J南 i
。 園東 -膚 S A 122 130171 

1411午噛雌 |翻第判官 開 南北長安 x 
南(晋蔭陵ー) 

i極'. 語122-新 130
151ftt 這 |判官 河北 探州安平 。 横 S 昨 1301 150 72下
16 ミ自勉 。 。 。 。 。 l梓21
171t.i東費 。 ワワ 。 m附 崎北 S 昨 13上 悼集24
181開李刷 。 河東 神州ョ体 太原 主・職 ? 

E亙編河高商南1 
手語 問、同 191昌珊 |観頚王恒 関東 何'1' 河東京

4‘ 1371 160 l僅褐 4 
20量凪 |限鼠判官 何1t同11I買 う婦 {掛陵)

4‘ 1531 120 14下 顔草7
21補沖。 江南 湖州豊塘 × ワ 員輿16
22房 z 届'1丹防車檀 可用 司閉 河南 圃.5 a‘ 1111 139 71下 悼集25

韓措 F司、'" 2)何会幹 判官 推南|即i |直江 贋 S ..永.2 央 973
241'l'踊ワ 。。 ? {随西 。

"上リ盛緬阿南
25元亙直 |判官 河南 河南。 。 何南 揖.5 V建中 l 英973
26顧況 111'品判邑 江南l訴州海堕 。 呉郡 腐 .1t.5 ..韮f車2 130 英41・705
2711長崎 。 ワワ 。 河東 主贋 S ..永泰2 11上 "与217
281~哩畏概 転直副使 江南|野州呉 。 員郡 太'贋.1t.5 信? 1<15 151173下
29厳罰 巡官 ヮ。 ? 時 名置10
30李土司降 1ft需判邑 。。 ? ? 英803
31房弐且 間嶺使 '1I明 '1晴 河南 横 S

'‘ 1111 139 71下 冗賓4
32張宇。 。? 清i可 主・贋 4ヒ51 ? 72下 7t賓4
33111J 席。 P南 耐用 i 河南'贋 辞 l揮39
34李寧貨 |節度判官 間内 東 E長安 。 南西 太肩 S 窟 70上 士618
35般 |節度推官 阿南 陳州U 。

真陳頁郡
膚 .. 盛綱江電車

36暁闇押 l推官『互使 間円|軍州下部 京・眉・1t.5 可V匝元 2 1531 162 74下
371. 嵐 100度 E度判官 。? 。 河南 '/11( 蔭 71下 金網9
38房漏置 。 阿南|河電

河京7南E 
置 .5

4‘ 1111 139 71下
39111:1農字 。 同門 東北高年 。 贋 蔭 1351 161 |橿聾35
40盈掴 |推官 。 。 。 1笥陵' 置 S ワ |惜轟24

王緯 ，.、瑚 411!i'1緒 o I? 可用 河南1 {可南' 贋 砕 劉集39
42孝士畢日 |観窮判官 。。 つ 。

タミ803
43 土式方 ワ 骨骨円 草花R年 。 !京兆 末。贋 S 3事 1471 166172 
44嘩国 時運判官 河南 可南市腸 。

頁活鴎翼 贋文j贋t:-ー~I 属 l 

1531 159 73上 苧文12
45丘丹? 江南l湖州呉興 5 11 持307性四綬5

李踊 湖、・" 461J11!目。 伊日朝 'J開Hd陶防 。 Ri脆 贋 1・S 協 1531 159 73上 字文12
47強度。 河東|禰州聞耳 。 河東 一贋 S 企興冗5Y貞j(IO 1701 173 71上 辛文12・贋記153
48李 約 。 嗣門 東 t~安 。 隅西 京腐・S 昌 70下 通236才校6
岬李様。 ヮ。 。 (厳酉) ? "上今|李主12
50曙孟容 q使 i'l'1t |茸州{首都 × (河南) E孟(AtJ>?) 1621 160 |車;定鏑江15
51Jj噛坑。 山南 郵州楠 。南陽 京・贋・1t.51'‘ 73下 因話2
52李紳 草書紀 江南 潤列無錫 。 届郡 太腐 1t.5 AjC相 I 1731 181 72上 ;;;795 
53王曙 判官 ? I? ? 。 1'l112呉興lB
5411午壇。 ワワ 'フ ? タモ795
55呉丹 |節度判官 江南l常州晋段 × ..貞冗16 白聾69
56世畳ヲ 山南 郵州 南幌 太贋・1t.51Y 慣蝿33才医6

李冗帯 剛、醐 57辛岬o I? 江南|潤州揖錫 。 組邸 ー贋'1t.5 ..元相 1 1731 lBl 72 草編108
牌辱 配B-O時 58圃 厚 |節度量l使 醐内 京先生娘 。 長風 玉贋'5 能 1551 175 71下
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ま
ず
「
出
自
」
に
つ
い
て
は
、

U
3
2
吋
三
円
口

Z
2
・
吉
岡
員
雨
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、

(
鈎
〉

「
庶
姓
」
の
匡
分
を
採
用
し
て
い
る
。

「
問
リ
間
山
口
同
三
。
ロ
白
戸
白
司
一
∞
円
。
円
円
何
回
ロ
可
」

「
郡
姓

目

U
円
0
4
H
ロ
円
-
同
一
山
江
明
党
)
円
一
円
白
山
一
可
」

。

「門
閥
」
と
は
、

八
世
紀
の
柳
芳
「
氏
族
論
」
(
『
新
唐
書
』
一
九
九
)
に
奉
げ
る
約
三

O
の
大
姓
貴
族
を
呼
稽
す
る
。
具
瞳
的
に
は
以
下
の

各
氏
で
あ
る
。

〔
※
括
弧
内
は
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
、

『
元
和
姓
纂
』
に
よ
る
郡
笠
を
示
す
。
〕

【
開
中
系
}
章
(
京
兆
)
・
裳
(
河
東
)
・
柳
(
河
東
)
・
醇
(
河
東
)
・
楊
(
弘
農
)
・
杜
(
京
兆
・
裏
陽
〉

・
元

(
河
南
)
・
長
孫
(
河
南
)
・

{山
東
系
]

字
文
(
河
南
)
・
陸
(
河
南
)
・
源
(
河
南
〉

・
費
(
河
南

・
扶
風
)
・
李
(
臨
西
・
宗
室
〉
。

王
(
太
原
)
・
崖
(
博
陵
・
清
河
〉
・
直
(
箔
陽
)
・
李
(
越
郡
)
・
鄭
(
策
陽
〉
。

O
「
郡
姓
」

と
は
、 王

(
破
邪
〉
・
謝
〈
陳
郡
)
・
衰
(
陳
郡
)
・
粛
(
蘭
陵
)
・
朱
(
呉
郡
)
・
張
(
呉
郡
)
・
顧
(
呉
郡
)
・
陸
(
臭
郡
)

地
方
レ

ベ
ル
で
家
の
名
望
が
認
識
さ
れ
て
い
た
、

競

晋

南

北

朝

以

来

の

ほ
ぼ
中
小
貴
族
と
見
な
さ
れ
る
層
で
あ
る
。

{江
左
系
}

「
土
・
庶
」

医
別
の
上
か
ら
は

「土」

と
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

遅
く
も
南
北
朝
末
期
に
は
官
界
に
進
出
し
て
い
た
と
い
う
意
味

- 45ー

唐
代
の
各
種
郡
望
表

・
郡
望
記
事
類
(
①
『
太
卒
笈
字
記
』
の
姓
筆
記
事
、
②
『
庚
韻
』
の
姓
筆
記
事
、
③
北
京

(

ω

)

 

園
書
館
蔵
・
敦
煙
文
献
「
位
字
七
九
挽
」
、
④
大
英
園
書
館
蔵
・
ス
タ
イ
ン
敦
煙
文
書
ω
-
N
O
巴
)
は
、

で

「
新
興
層
」

円
、

+
i
h
p

ム、。

『色、

'v・ナ
J

】
V

こ
う
し
た

「郡
姓
」
居
の
範
圏
を
ほ
ぼ
反
映

た♀し
。)た

も
の
と
考
え

ら
れ
る

「
門
閥
」
以
外
で
、
各
人
の
姓
と
出
身
地
が
か
か
る
郡
望
表
類
に
照
ら
し
て
一
致
す
る
者
を

「郡
姓
」
と
し

衣
に

「
出
身
」
、
す
な
わ
ち
任
官
経
途
に
つ
い
て
は

×

「庶
姓
」
と
は
、
各
人
の
出
身
地
が
郡
望
表
類
に
一
致
し
な
い
者
を
指
す
。
所
謂
「
新
興
唐
」
と
重
な
り
あ
う
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。

(

必

)

徐
松
『
登
科
記
考
」
及
び
羅
縫
組

「
登
科
記
考
補
」
に

特
に
科
奉
登
第
に
つ
い
て

よ
っ
て
登
科
〔
進
士
企
・
明
経
ム

・
諸
科
マ

・
制
科
V
〕
の
有
無
を
徴
し
た
他
、
墓
誌
に
登
科
の
記
載
が
あ
る
も
の
は
そ
れ
も
採
用
し
た
。

こ
う
し
た
作
業
の
結
果
、
進
南
で
の
ベ

一
三
一
名
、
新
西
で
同
一

O
五
名
の
募
職
就
任
者
を
閲
し
得
た
。
も
と
よ
り
一
世
紀
以
上
に
わ
た
る

45 

期
間
と
し
て
は
数
量
不
足
の
感
を
否
め
な
い
が
、
そ
れ
で
も
相
封
的
な
大
勢
を
窺
う
に
は
足
る
数
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
、

こ
の

J

ア

l
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タ
に
基
づ
い
て
、
准
南
・
新
西
雨
藩
に
お
け
る
幕
職
官
の
「
出
自
」

「
出
身
」
を
整
理
す
る
と
、
衣
の
表
2
表
3
の
よ
う
に
な
る
。

」
の
表
か
ら
窺
う
限
り
、

一
見
し
て
ま
ず
明
ら
か
な
の
は

「門
閥
」
層
の
匪
倒
的
優
越
(
准
南
で
全
鐙
の
必
%
・
掘
削
西
で
ω
%
を
占
め
る
)
で
あ

り
、
同
じ
く
科
傘
(
特
に
進
士
)
出
身
者
の
卓
越
で
あ
ろ
う
(
准
南
で
U
%
〔
進
土
4
%
〕
、
新
酉
で
日
%
〔
進
士
必
%
〕
)
。

加
え
る
に
「
郡
姓
」
が
准

南
で

2
M
m、
新
西
で
幻
%
と
な
っ
て
お
り
、
雨
藩
と
も
貴
族
層
だ
け
で
全
瞳
の
ほ
ぼ
三
分
の
こ
を
占
め
る
計
算
と
な
る
。
出
自
不
明
の
却
%
ほ

ど
を
考
慮
す
る
に
せ
よ
、
「
庶
姓
」
層
の
准
南
川
H
u
m
-
新
西
日
%
と
い
う
数
値
は
、
幕
職
官
が
在
地
「
新
興
層
」
の
官
界
躍
進
の
階
梯
と
な
っ

た
と
は
単
純
に
認
め
難
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
の
表
4
は
雨
藩
に
お
い
て
江
准
出
身
者
の
占
め
る
比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
総
数

と
し
て
も
准
南

・
新
西
と
も
に
H
%
と
、
そ
の
比
率
は
低
い
上
、

「
庶
姓
」
層
に
お
け
る
江
准
出
身
者
は
准
南
で
一
八
人
中
六
人
、
新
西
で
一

二
人
中
六
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

無
論
こ
う
し
た
結
果
に
つ
い
て
は
、
残
存
史
料
の
偏
り
の
問
題
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
墓
誌
類
に
し
て
も
そ
の
匪
倒
的

多
数
は
貴
族
層
の
所
震
に
出
る
も
の
で
あ
り
、

一
介
の
「
新
興
唐
」
出
身
者
が
何
ら
か

の
文
字
史
料
に
記
録
と
な

っ
て
残
る
確
率
は
な
る
ほ
ど
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唐
後
牢
期
に
お
い
て
官
途
へ
の
登
龍
門
と
な
っ
た
科
傘
(
進
士

(
時
)

科
)
が
、
詩
賦
と
い
う
貴
族
的
教
養
が
考
試
の
主
た
る
内
容
と
な
り
、
宋
代
以
降
と
遣
っ
て
試
験
官
へ
の
事
前
運
動
(
行
各
)
な
ど
様
々
な
「
閥

(

必

)

節」

H
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
公
然
と
或
は
隠
微
に
作
動
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
結
局
貴
族
居
の
自
家
薬
龍
中
の
も
の
と
さ
れ
て
し
ま

っ
た
事
寅
で

(
M
M
)
 

「
新
し
い
官
僚
層
を
生
み
だ
す
よ
り
は
、
衰
退
に
お
も
む
か
ん
と
す
る
醤
貴
族
層
の
補
強
工
作
で
あ
る
か
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
た
」

低
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、

あ
る
。

と
ま
で
評
さ
れ
る
唐
代
科
奉
の
狭
き
門
の
前
に
、
「
孤
寒
」
の
士
は
し
ば
し
ば
涙
を
呑
む
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
前
節
で
見
た

如
く
科
奉
(
進
土
)
登
第
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
昇
達
コ

l
ス
と
な
っ
て
い
た
幕
職
官
に
、
在
地
「
新
興
居
」

が
い
わ
ば
横
合
い
か
ら
参
入
す

か
か
る
昇
達
コ
1
ス
の
蹄
結
先

る
こ
と
は
、
果
た
し
て
容
易
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
次
の
表
5
は
、
中
唐
期
(
七
五
五
J
八
一一
六
)
に
お
け
る
、

と
も
い
う
べ
き
中
央
橿
要
官
職
(
宰
相

・
吏
部
向
書

・
吏
部
侍
郎
・
戸
部
侍
郎
リ
財
務
領
使
・
穫
部
侍
郎
・
左
右
丞

・
中
書
合
人

・
給
事
中
・
翰
林
皐
士
)

(
M
W
〉

か
つ
て
筆
者
が
行
っ
た
人
的
構
成
の
分
析
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、

に
つ
い
て
、

「
門
閥
」
層
の
驚
く
べ
き
勢
力
回
復
の
様
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表 2 i佐南落鋲 (756~879) の幕職官出自

門関 郡姓 庶姓 不明 言十 ( % 1 

門 蔭 18 7 2 。 27 (21 %1 

科書量[進土] 28[24] 18 [16] 9[ 9] 6[ 6] 61[54]: (47%[41%]1 

その他 2 。 4 7 ( 5 %1 

不明 7 3 2 23 35 (27 %1 

言十 55 28 18 30 131 
ーー・ー------ーー----------・・・-ーー---ーーーー・ー・ー・・

( % 1 【42%1 (21 %1 (14 %1 (23 %1 

表3 新西藩鎮 (756~879) の幕職官出自

門閥 郡姓 庶姓 不明 言十 (% 】

r~ 蔭 12 4 。 17 : (16 %] 

科暴[進士] 26 [21] 22[20] 4[ 4) 2 [ 2) 54[47): (51 %[45 %]]1 

その他 2 2 2 7 ( 7 %] 

不 明 2 3 2 20 27 (26 %1 

言十 42 28 12 23 105 ーーーー------_._-ーー・・・・・帽ーー--・ーー---・ー ---______0 
( % ] (40 % 1 I (27 % 1 I (11 %] I (22 % ] 

表4 准南 ・新西落鎮の幕職官における江准出身者(含・江左系郡望)

准南(i1制身者/総数)

漸函 ( 11 / 11 ) 

言十 (%] 

18/ 131 (14%] 

15/ 105(14%] 

表 5 中唐期 (755~826) における中央植要官職の人的構成

門閥 郡姓 庶姓 不明

46 % (41 %1 I 22 % (22 %1 I 28 % (36 %1 I 3 % ( 1 %1 

59 % (60 %1 I 23 % (23 %1 I 16 % (15 %1 I 2 % ( 2 %1 

※渡遁註帥論文による。[ 1内は科書露出身者を100としたときの割合(例えば，粛~
順宗朝の「門閥」の [41%1は，同時期の中央植要官職就任者で科奉出身者のうち，
41%が「門閥」の出自であることを示す。

※中央極要官職は，宰相(同卒章事〉 ・吏部向書・吏部侍郎 ・戸部侍郎(財務領使〉・躍
部侍郎 ・左右丞 ・中書会人・給事中・翰林率土を指す。
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襲
寵
中
の
も
の
と
さ
れ
、

相
で
あ
り
、
科
翠
出
身
者
の
比
率
の
急
速
な
る
上
昇
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
安
史
の
観
後
の
科
翠
が
完
全
に
「
門
閥
」
貴
族
居
に
よ
っ
て
自
家

ま
さ
し
く
彼
ら
が
「
新
興
層
」
を
押
し
の
け
て
勢
力
を
回
復
す
る
足
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
か
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「
庶
姓
」
の
構
成
比
率
は
、
准
南
・
断
西
に
お
け
る
幕
職
官
に
お
け
る
そ
れ
と
驚

く
ほ
ど
よ
く
似
か
よ
っ
て
い
る
。
科
翠
出
身
者
の
比
率
の
高
さ
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
前
掲
の
准

る
中
唐
期
に
お
け
る
中
央
橿
要
官
職
の
「
門
閥
」

「
郡
姓
」

南
・
新
西
落
鎖
に
お
け
る
幕
職
官
の
人
的
構
成
の
分
析
結
果
は
、

や
は
り
大
勢
の
あ
り
ょ
う
を
反
映
し
た
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
家
世
の
吠
況
が
判
明
す
る
者
を
何
人
か
取
り
上
、
け
、
そ
の
相
貌

(
U
)
 

を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
李
徳
裕
が
孤
寒
俊
英
の
土
を
奨
抜
し
た
例
と
し
て
し
ば
し
ば
奉
げ
ら
れ
る
劉
三
復
(
前
掲
一
覧
表
1
准
南
ummω

、
湖
西

こ
こ
で
雨
鎖
に
お
け
る
「
門
閥
」
層
以
外
の
江
進
出
身
者
に
つ
い
て
、

M

川
臼
叩
)
か
ら
。
三
復
は
潤
州
句
容
の
人
、
長
慶
中
、
湖
西
在
任
中
の
李
徳
裕
に
「
業
と
す
る
所
の
文
を
以
て
郡
に
詣
り
て
干
謁
し
」
て
辞
召
さ

れ
て
以
来
、
徳
裕
の
故
吏
と
し
て
形
影
相
伴
し
た
と
惇
え
ら
れ
る
(
『
奮
唐
書
』
一
七
七

(
必
)

劉
三
復
は
潤
州
金
壇
尉
の
任
に
あ
っ
た
と
す
る
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
に
先
立
つ
元
和
の
末
年
に
、
融
州
軍
事
判
官
・
前
太
常
寺
奉
謹
郎
で
あ
っ

(
川
間
〉

た
こ
と
を
停
え
る
史
料
も
あ
る
。
在
地
の
布
衣
の
士
、
が
自
身
を
以
て
辞
召
さ
れ
た
詳
で
は
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ま
た
三
復
が
「
少
く
し
て

『
新
唐
書
』
一
八
一
一
一

劉
鄭
惇
)
。

し
か
し
、
辞
召
嘗
時
の
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孤
貧
」
に
し
て
、
慶
疾
に
あ
っ
た
母
に
孝
養
を
童
く
し
た
と
俸
え
ら
れ
(
嘗
博
〉
、
潤
州
丹
陵
郡
の
郡
姓
に
劉
氏
が
奉
げ
ら
れ
る
こ
と
(
『
庚
韻
』)

か
ら
し
て
、
三
復
は
在
地
の
新
興
層
の
出
と
い
う
よ
り
は
、
零
落
し
た
地
方
貴
族
(
士
族
)
の
出
で
あ
っ
た
と
認
む
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
羅
一
謎
(
准
南
M

川町山)

は
越
州
舎
稽
の
人
で
あ
る
が
、

父
璃
は
京
兆
手
に
ま
で
登
っ
て
い
る
。

一
設
は
準
土
・
宏
僻
・
制
科
に
連
捷
し
て

威
陽
の
尉
と
な
っ
た
が
、
前
述
の
如
く
、
父
の
喪
に
際
し
て
出
仕
せ
，
さ
る
こ
と
十
能
年
、
節
帥
李
郁
に
懇
望
さ
れ
て
よ
う
や
く
出
庫
し
た
(
『
醤

唐
書
』
一
八
八

『
新
唐
書
』
一

九
七

同
俸
)
。

羅
氏
は
庶
姓
の
出
と
見
ら
れ
る
が
、

や
は
り
布
衣
の
士
が
一
朝
一
夕
に
昨
召
さ
れ
た
誇
で
は

な

ぃ
。
同
じ
く
江
南
の
庶
姓
の
出
と
見
ら
れ
る
呉
丹
(
祈
西
川
川
日
)
ー
は
準
土
出
身
、

父
詮
は
太
子
宮
門
郎
、
組
庶
は
睦
州
可
馬
、

「
故
鏡
州
刺
史
呉
府
君
紳
道
碑
銘
弁
序
」
)
、
晩
唐
の
詩
人
羅
隠
〈
准
南
町
川
川
〉
は
杭
州
新
城
の
人

曾
祖
覧
は
太
子

通
事
舎
人
で
あ
っ
た
と
い
い
(
『
自
民
長
慶
集
』
六
九



父
修
古
は
開
元
櫨
奉
に
翠
げ
ら
れ
た
と
い
う
(
『
唐
才
子
停
校
婆
』
九
)
。

さ
な
き
だ
に
多
く
は
な
い
江
准
の
非
「
門
閥
」
出
身
の
幕
職
官
の
う
ち
、
在
地
の
新
興
層
が
藩
鎮
擢
力
機
構
の
中
植
に
一
躍

進
出
し
て
行
っ
た
如
き
痕
跡
を
示
す
事
例
は
殆
ん
ど
徐
詮
し
得
ず
、
か
え
っ
て
か
か
る
非

「門
閥
」
出
身
者
に
し
て
も
、
文
皐
や
理
教
と
い
っ

で
あ
る
が
、
租
知
徴
は
一
幅
州
一
隅
唐
令
、

こ
の
よ
う
に
、

た
唐
朝
官
僚
制
支
配
を
支
え
る
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
文
化
的
債
値
を
僅
現
し
て
い
た
が
故
に
畔
召
さ
れ
た
と
い
う
様
相
が
見
て
と
れ
る
。
但
し

准
南
・
斯
西
に
お
い
て
も
、
責
出
衆
の
範
の
猛
威
の
前
に
長
安
が
失
陥
し
た
贋
明

・
中
和
の
前
後
、
す
な
わ
ち
か
の
藩
帥
高
餅
の
頃
に
な
る
と
、

(

印

)

〈

口

以

)

「
池
州
薩
貫
之
子
」
と
さ
れ
る
顧
雲
(
漸
西
山
川
町
田
)
、
「
都
陽
の
人
。
世
々
商
倦
と
震
る
」
と
さ
れ
る
呂
用
之
(
岡
山
川
町
む
な
ど
、
明
ら
か
に
新
興

や
が
て
轄
従
先
の
准
南
で
そ
の
藩
政

層
と
目
さ
れ
る
人
物
が
幕
職
官
に
就
く
例
が
認
め
ら
れ
る
。

後
者
が
率
い
る

「
妖
人
」

グ
ル
ー
プ
は
、

を
墾
断
す
る
に
至
り
、
迭
に
は
高
餅
を
悲
惨
な
最
期
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
が
、
近
年
山
根
直
生
氏
は
、

か
か
る
「
妖

人
」
グ
ル
ー
プ
に
下
層
一
商
人
な
ど
流
通
経
済
末
端
と
の
接
貼
を
見
、
唐
朝
政
権
の
崩
壊
と
い
う
局
面
の
中
で
自
立
を
模
索
す
る
高
餅
の
、
准
南

(

臼

)

軍
事
・
財
政
機
構
再
編
の
試
み
の
中
で
一
躍
登
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
ま
れ
、
か
か
る

「新
興
層
」
の
藩
鎮
権
力
機
構

に
お
け
る
撞
頭
と
飛
躍
に
は
、
彼
ら
の
政
治
的
上
昇
を
阻
ん
で
き
た
「
シ
ス
テ
ム
」
の
崩
壊
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
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幕
職
官
を
昇
達
コ

l
ス
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
来
た
官
僚
制
秩
序
の
、
唐
朝
朝
廷
を
中
心
と
す
る
政
治
H
文
化
的
正
統
性
そ
の
も
の
の
崩

壌
で
あ
る
。

III 

野
召
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
と

「関
節
」

藩
鎖
幕
職
官
が
唐
後
半
期
の
官
界
に
お
け
る
昇
達
コ

l
ス
だ
っ
た
と
す
る
と
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
が
辞
召
の
封
象
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、
本
節
で
は
あ
ら
た
め
て
こ
の
黙
に
つ
い
て
考
究
し
て
み
た
い
。

(

臼

〉

ま
ず
、
幕
職
に
辞
召
出
来
る
者
は
原
則
と
し
て

「
有
出
身
者
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
進
士
登
第
を
以
て
出
身
を
得
た
者
が
、
前
途

有
望
な
才
俊
と
し
て
白
星
を
つ
け
ら
れ
る
例
が
極
め
て
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
唐
舎
要
』
七
六

貢
血
争
中

・
進
士
、
大
中
二
年
(
八
四
八
)

49 



50 

正
月
の
中
書
門
下
奏
に

貞
元
元
年
従
り
太
和
九
年
秋
多
前
は
、
皆
な
是
れ
及
第
す
れ
ば
便
ち
諸
侯
の
府
に
従
ひ
、
試
官
を
奏
さ
れ
て
従
事
に
充
て
ら
る
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
中
唐
期
に
お
い
て
は
進
士
及
第
か
ら
幕
職
に
辞
召
さ
れ
る
の
が
ま
さ
に
標
準
コ
l
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ

に
「
太
和
九
年
(
八
三
五
)
秋
多
前
」
と
い
う
の
は
、
宋
本
『
加
府
元
亀
』
六
一
二
二

詮
選
部
・
僚
制
四
、
舎
昌
二
年
四
月
の
制
に
、

大
和
九
年
十
二
月
十
八
日
の
殺
に
准
る
に
、
進
士
-
初
め
て
合
格
す
れ
ば
、
並
び
に
諸
州
府
の
参
軍
及
び
緊
燃
の
尉
を
授
け
し
め
、
未
だ
雨

考
を
程
.さ

れ

ば

、

職

を

奏

す

る

を

許

さ

ず

。

漸

く

遵

承

せ

ず

、

:
:
近
者
、
諸
州
の
長
吏
、

豚
官
に
注
す
る
と
難
も
、

多
く
使
職
に
鹿

<. 
と
見
え
る
敷
文
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
て
の
通
り
、
進
士
及
第
後
は
ま
ず
地
方
官
に
任
じ
、
雨
考
を
経
て
は
じ
め
て
藩
鎮
や
財
務

諸
使
下
の
「
職
」
に
僻
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
が
、
一
向
に
規
定
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

決
兄
、
顕
と
日
ふ
。
前
進
士
、
未
だ
諸
侯
の
命
に
及
ば
ず
し
て
、
疾
を
以
て
招
園
の
私
第
に
残
す
。

(

日

)

(
『
洛
陽
新
獲
墓
誌
』
一

一
一
「
唐
故
沼
陽
慮
氏
祭
陽
鄭
夫
人
墓
誌
銘
」
大
中
十
二
年
H
八
五
八
)
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と
あ
る
墓
誌
の
記
載
も
、
進
士
登
第
後
は
「
諸
侯
の
命
」
に
従
う
の
が
ほ
ぼ
既
定
の
コ
l
ス
だ
っ
た
こ
と
を
巧
ま
ず
し
て
示
し
て
い
よ
う
し
、

胡
三
省
が
稿
揚
す
る
『
通
鑑
』
二
五

康
明
元
年
十
月
僚
の
、

霊
盗
塑
州
を
陥
れ

刺
史
李
詞
・
剣
官
皇
甫
鎮
を
殺
す
。

鎖
、
進
土
に
翠
げ
ら
れ
る
こ
と
二
十
三
上
に
し
て
中
第
せ
ず
。

諦

之
を
辞

す
。
賊
至
り
て
城
陥
る
。
鎖
、
走
げ
て
人
に
問
ひ
て
日
く
「
使
君
克
れ
し
乎
」
と
。

日
く
「
賊
之
を
執
ら
へ
り
」
と
。
鎖
日
く
「
吾
れ
知

を
受
く
る
こ
と
此
く
の
若
け
れ
ば
、
去
り
て
之
を
賂
何
せ
ん
」
と
。
遂
に
還
り
て
賊
に
詣
り
、
寛
に
輿
に
死
を
同
じ
う
す
。

と
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
進
士
出
身
で
も
な
い
者
を
辞
召
す
る
こ
と
が
破
格
の
厚
遇
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
死
を
賭
し
て
恩
義
に
報
い
ん
と

す
る
皇
甫
鎮
の
心
事
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

張
不
疑
、
進
士
擢
第
、
宏
詞
登
科
す
れ
ば
、
嘗
年
四
府
交
ご
も
辞
す
。

一
方
、
こ
れ
と
は
封
照
的
に

江
西
李
中
丞
凝
、

東
川
李
相
同

准
南
李
相
紳
、

輿
元
鯖
僕
射



融
、
皆
な
嘗
時
の
盛
府
た
り
。

(
『
唐
語
林
』
四

企
羨
〉

の
如
く
、
進
士
登
第
・
博
事
宏
詞
科
ハ
吏
部
科
目
選
)
連
捷
の
儒
才
と
も
な
れ
ば
、
名
だ
た
る
諸
藩
か
ら
引
く
手
あ
ま
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
準
士
出
身
者
は
幕
職
就
任
後
の
検
校
・
乗
・
試
官
の
奏
請
に
つ
い
て
も
優
遇
さ
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。

『
唐
曾
要
』
七
九

諸
使

雑
鋒
下
、
大
和
三
年
十
二
月
の
中
書
門
下
の
奏
に
よ
れ
ば
、
幕
職
官
の
検
校
・
乗
・
試
官
奏
請
に
つ
い
て
は
官
資
相
嘗
か
つ
正
員
官
の
歴
任
六

考
以
上
を
必
要
と
し
、
特
に
憲
官
に
つ
い
て
は
監
察
御
史
・
侍
御
史
は
歴
任
九
考
以
上
、
股
中
侍
御
史
以
上
は
さ
ら
に
三
考
ず
つ
を
必
要
と
す

(

日

山

)

る
と
い
う
同
年
五
月
八
日
款
の
規
定
に
つ
き
、
「
京
官
六
品
以
上
の
清
資
官
井
び
に
雨
府
剣
官
、
及
び
進
士
出
身
・
卒
剣
入
等
・
諸
色
登
科
も

て
授
官
の
人
は
、
此
の
限
り
に
在
ら
」
.
さ
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
進
士
出
身
者
や
「
諸
色
登
科
」
(
登
科
U
授
官
を
原
則
と
す
る
吏
部
科
目

選
乃
至
制
科
合
格
者
を
指
す
で
あ
ろ
う
)
は
、
藩
銀
幕
職
官
勤
務
↓
官
資
上
昇
と
い
う
コ
l
ス
に
お
い
て
も
、

そ
の
エ
リ
ー
ト
た
る
の
キ
ャ
リ
ア
が
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生
か
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
資
と
し
て
の
評
債
や
多
薦
制
度
な
ど
に
よ
り
、
検
校
・
兼
・
試
官
が
中
央
朝

廷
と
密
接
・
巧
妙
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
科
奉
や
吏
部
科
目
選
と
い

っ
た
制
度
も
ま
た
、
藩
鎮
酔
召
制
と
有
機
的
な

関
連
を
も
ち
、
い
わ
ば
藩
銀
辞
召
制
の
運
用
の
中
に
血
肉
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

衣
に
、
辞
召
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
で
あ
る
か
ら
、

無
論
孤
寒
の
俊
英
を
奨
抜
す
る
よ
う
な
例
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
貫
に

は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
縁
故
「
関
節
」
が
作
動
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
今
、
諸
史
料
か
ら
そ
う
し
た
例

を
管
見
の
ま
ま
に
奉
げ
る
と
、
次
の
表
6
の
如
く
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
辞
召
の
現
場
に
お
い
て
は
「
従
高
粗
兄
」
や
「
再
従
昆
仲
」
と
い
っ
た
範
聞
に
ま
で
及
ぶ
「
同
宗
」
や
「
姻
族
」
、
「
父
時
の

故
人
」
、
座
主
|
門
生
関
係
な
ど
、
様
々
な
縁
故
「
関
節
」
が
極
め
て
強
力
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
挑
膿
が
女
婿
の
粗

慢
の
た
め
に
蓄
知
の
湖
南
観
察
使
濁
狐
問
俗
に
請
託
し
て
「
湖
南
剣
官
を
得
」
た
(
『
太
卒
庚
記
』
一
五
二
「
趨
環
虚
遜
」
。
出
『
嘉
話
鋒
』
)
と
い
う
例

ゃ
、
資
観
が
権
臣
韓
混
の
子
婿
と
い
う
威
光
の
故
に
藩
府
の
辞
召
を
得
た
と
レ
う
例
(
『
奮
唐
書
』
一
八
三

同
停
)
か
ら
す
る
と

血
縁
姻
戚
と
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僻召における縁故の事例

縁故 被砕召者 府主(藩 鎮 ) 府主との関係 史料出典

虚 E番 袈 倍 (験中) 表兄 匿編 (浴陽 13)43頁

血 馬 車嘩 呂フ"f.1商 (那岳) 妹婿 唐舎要 78

縁 王土申 王 宰 (河東) 従弟 八寝室金石補正 74

虚 就 虚弘宣(東)11) 従高祖兄※ 千唐 1118

官因 張 競 張沼 (験中) 宗人 千唐 1161

戚 賀 錬 買耽(義成) 宗蕪 キ土陽雑編

孫景裕 主主E貫(嶺南) 外戚 千唐 1178

雀茂藻 雀彦昭(1可東) 「再従昆仲J 千唐 1194

韓綬 李瑞(天徳) 外族※ 千唐 1202
{ 国 社{右 重重元甫 (i折西) 故人の子 奮唐書 147

界 寅 牽 子 頗 (山南東道) 故人 加府冗亀 729

で 李 藩 社 豆 (東都) 故人の子 嘗唐書 148

の 路 巌 「父時の故人の方鎌に在る者、交々 新唐書 184

Jヂマ、 之を砕すJ

往 キ土元穎 越宗(需 (山南西道) 門生(宏詞科) 因話銭 2

李壷 鄭 涯(山南西道)_l座主の孫 医編(~ヒJ孔遼寧 2) 112頁

表 6

i)府主との関係は府主から見たもの。ただし※は被降召者から見たもの。

ii)雀茂藻のみは州豚官(太原府交城豚尉〕への畔召例。

備考

有
蓄
知
己
と
い
う
こ
つ
の
要
素
が
複
合
し
て
、
縁
故
「
関
節
」

の
輸
が
よ
り
大
き
な
範
圏
へ
と
、
浸
潤
し
て
行
く
こ
と
も
ま
ま
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば

い
か
な
る
階
層
が
辞
召
に
有

利
で
あ
っ
た
か
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
、
修
然
た
る
「
同
宗
」
の
枝
葉
を
繁
ら
せ
、

父
祖
代
々

の
交
佐
や
婚
姻
闘
係
を
通
じ
、
官
人
枇
舎
の
節
々
に
種
々
の
コ

ネ
ク
シ
司
ン
を
保
持
し
て
い
る
貴
族
居
|
|
そ
れ
も
官
界
に
大

き
な
勢
力
を
展
張
す
る

「門
閥
」
貴
族
ーー
ー
に
他
な
ら
な
い
。

前
田
愛
子
氏
は
、

買
際
、

雨
唐
書
列
俸
な
ど
か
ら
牧
集
し
た

唐
後
半
期
の
貯
召
事
例
に
お
レ
て
、

一 52-

山
東
「
門
閥
」
五
姓
(
博

陵
・
清
河
建
氏
、
活
陽
虚
氏
、
趨
郡
李
氏
、
紫
陽
鄭
氏
、
太
原
王
氏
)

相
互
の
辞
召
が
多
数
を
占
め
、

し
か
も
五
姓
の
進
士
出
身
者
が

(

閉

山

)

五
姓
に
辞
召
さ
れ
る
度
合
い
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
畢

寛
、
幕
職
官
僻
召
制
度
は
、

か
か
る
貴
族
社
命
目
的
ネ
ッ
ト
ワ

l

ク
の
上
に
、

い
わ
ば
幸
便
に
絡
め
取
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
運
用

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

」
う
し
た
縁
故
「
関
節
」
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
臨
西

...，.... 
寸

氏
出

李空

語語

警言
明日

暫昆
ムヘ4 幅

喧を
司 E正
のヨZ

Z堅
塾l薦
宅認に め
が (

醤
唐
書

七

「
宗
人
な



る
を
以
て
」
劉
膳
を
翰
林
事
士
に
薦
奉
し
(
同
一
七
七

「
故
人
の
子
を
以
て
」
劉
鄭
を
薦
め
て
翰
林

(
日
)

劉
鄭
停
)
、
河
南
資
氏
出
身
の
宰
相
費
参
が
賓
申
や
曜
興
策
な
ど
「
諸
賓
」
を
延
引
し
(
同
一
一
一
一
六

劉
瞬
惇
〉
、

そ
の
劉
膳
が
高
珠
と
と
も
に

事
士
と
し
〈
同
一
七
七

賓
参
惇
)
、

活
陽
張
氏

出
身
の
張
中
立
な
る
者
が

「
親
外
丈
人
」

た
る
御
史
中
丞
意
婚
(
京
兆
章
氏
〉
に
よ
っ
て
「
奏
さ
れ
て
(
御
史
)
蓋
主
簿
と
震
」
り
、

(
陶
宗
儀

『
古
刻
叢
紗
』
「
唐
故
宣
議
郎
侍
御
史
内
供
奉
知
緊
銭
嘉
輿
監
事
張
府
君
墓
誌
銘
弁
序
」
乾
符
六
年
H
H
八
七
九
)
、

弘
農
楊
氏
出
身
の
宰
相
楊
牧
が
媒
酌
を

務
め
た
臨
西
の
李
郁
な
る
者
が
京
兆
府
参
軍
か
ら
翌
年
長
安
尉
に
改
め
ら
れ
、
同
年
夏
に
は
監
察
御
史
裏
行
を
以
て
湖
南
国
練
判
官
に
轄
じ
、

翌
年
に
は
秘
書
郎
を
敷
奔
す
る
(
『
陸
編
(
北
京
大
皐
二
〉
』
一
五
O
頁
「
李
榊
妻
字
文
氏
墓
誌
」
威
遁
八
年
H
H
八
六
七
〉
と
い
っ
た
如
く
、

中
央
官
界
に

お
い
て
も
威
を
振
る
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
唐
園
史
補
』
上
は
、
安
黄
節
度
使
伊
慣
は
「
毎
に
甲
族
を
求
め
て
以
て
嫁
子
せ
し
め
」
、
河
陽
・

昭
義
に
帥
と
な
っ
た
李
長
築
は
「
時
名
を
求
め
て
以
て
嫁
子
せ
し
め
L

、
「
皆
な
自
ら
署
し
て
剣
官
と
寓
」
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
停
え

る
。
こ
れ
は
女
婿
選
び
と
い
う
特
殊
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
或
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
往
時
の
藩
帥
が
人
物
評
慣
に
お
い
て
如
何
な
る
債
値
を
最
も

(
回
〉

重
視
し
た
か
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
c

そ
れ
は
名
流
の
「
甲
族
」
で
あ
り
、
進
士
や
制
科
登
第
が
ま
ず
は
文
名
・
才
名
の
客
観
的
指
標
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う

「
時
名
」

な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、

さ
き
に
掲
げ
た
中
唐
期
に
お
け
る
中
央
橿
要
官
職
の
人
的
構
成
の
比
率
と
、
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准
南
・
新
商
に
お
け
る
幕
職
官
の
そ
れ
が
驚
く
ほ
ど
似
か
よ
っ
た
数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
中
央
朝
廷
と
密
接
な
官
制
上
の
回
路
に
よ
っ
て
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
た
幕
職
官
の
出
自
・
出
身
も
、
ほ
ぼ
中
央
の
橿
要
官
職
の
動
向
に
沿

う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
科
奉
登
第
↓
藩
鎮
幕
職
官
勤
務
↓
(
官
資
上
昇
〉
↓
入
朝
」
と
い
う
嘗
時
に
お
け
る
昇
達
コ
l
ス

を
最
も
よ
く
自
家
葵
寵
中
の
も
の
と
し
て
い
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
門
閥
」
貴
族
屠
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
唐
後
半
期
に
お
け
る

幕

職

官

昨

召

制

は

、

蛍

時

の

科

奉

と

同

様

、

む

し

ろ

「

門

閥

」

貴

族

唐

を

こ

そ

利

す

る

も

の

で

あ

り
、
彼
ら
の
中
唐
以
降
に
お
け
る
政
治
勢
力
回
復
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
晩
唐
期
に
お
け
る
藩
鎮
跨
召
制
の
最

「
新
輿
層
」
の
進
出
の
階
梯
と
い
う
よ
り
、

大
の
意
義
は
、
む
し
ろ
こ
の
貼
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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IV 

藩
鎖
瞳
制
と
在
地
「
新
輿
層
」

以
上
に
見
た
如
く
、
藩
銀
幕
職
官
が
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
の

一
理
と
し
て
中
央
朝
廷
の
官
制
運
営
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
む
し
ろ

「門

閥
」
貴
族
居
の
政
治
勢
力
回
復
を
支
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
影
占
」
を
は
じ
め
と
す
る
在
地
「
新

輿
居
」
の
藩
鎖
権
力
機
構
へ
の
食
い
込
み
は
、

ベ
き
問
題
で
あ
る
が
、
目
下
の
私
見
に
よ
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
場
に
お
レ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
レ
て
は
別
に
詳
考
す

か
か
る
「
新
興
屠
」
の
登
用
や
「
影
占
」
は
、
軍
職
や
州
豚
官
、
或
は
吏
職
的
な
下
級

幕
職
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
文
苑
英
華
』
四
二
九
の
「
曾
昌
五
年
正
月
一
一
一
日
南
郊
赦
文
」
に

江
准
の
客
戸
及
び
赴
移
し
て
戸
税
を
規
避
す
る
等
の
人
、
比
来
雨
税
に
係
は
る
と
難
も
並
び
に
差
役
無
し
。
或
は
本
州
の
百
姓
の
子
弟
、

績
か
に
一
官
を
一
箔
し
、
官
満
つ
る
の
後
に
及
び
、
都
州
に
移
住
し
て
諸
軍
諸
使
の
恒
職
を
兼
ね
、
使
ち
衣
冠
の
戸
と
稽
し
、
贋
く
資
産
を

置
く
も
、
総
税
金
く
軽
く
し
て
、
使
ち
諸
色
の
差
役
を
売
か
る
。
・
:
:
今
従
り
己
後
、
江
准
の
百
姓
、
前
進
士
及
び
登
科
名
聞
有
る
者
に

非
ざ
れ
ば
、
縦
ひ
官
罷
む
る
に
因
り
、
職
も
て
別
州
に
居
る
も
、
亦
た
稽
す
る
に
衣
冠
と
篤
さ
し
め
ず
、
其
の
差
科
色
役
は
並
び
に
嘗
昆
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の
百
姓
と
同
じ
く
す
。

と
あ
る
著
名
な
記
事
に
お
い
て
、
郊
州
の
「
諸
軍
諸
使
の
偲
職
を
兼
ね
」
て
差
役
を
思
避
し
、
取
り
締
ま
り
の
封
象
と
さ
れ
た
の
は
「
前
進
土

及
び
登
科
名
聞
有
る
者
に
非
ざ
」
る
人
士
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
進
士

・
登
科
名
聞
の
才
彦
が
集
う
幕
職
官
以
外
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
事
賞
、

上
記
赦
文
に
は
ま
た

近
日
諸
道
の
奏
官
、

惟
だ
に
選
部
を
侵
す
有
る
の
み
に
非
ず
し
て
、

買
に
亦
た
頗
る
倖
門
を
防
省
く
。

向
後
、
准

其
の
数
至
っ
て
贋
く
、

南
・
雨
新

・
宣

・
都

・
洪

・
荊
・

裏
等
の
道
は
、
並
び
に
更
に
奏
請
有
る
を
得
ず
。
・
:
:
薩
そ
諸
道
の
軍
勝
、
昨
ご
ろ
戦
功
を
酌
奨
す
る

に
縁
り
、
多
く
正
秩
を
授
く
る
も
、
今
日
己
後
、
戦
功
に
因
る
に
非
ざ
れ
ば
、
正
官
を
請
ふ
を
得
ず
c

と
あ
り
、
こ
こ
で
禁
令
が
出
さ
れ
た
江
南
諸
藩
か
ら
の
奏
官
濫
請
と
は
、

「
選
部
」
す
な
わ
ち
吏
部
詮
選
の
封
象
と
な
る
州
鯨
官
で
あ
り
、



の
と
き
、

「
戦
功
に
因
る
に
非
ざ
」
る
「
軍
将
」

に
つ
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
州
豚
官
に

つ
い
て
は
、
桂
管
経
略
使
韓
依
(
在
任
八
三
五
J
一一一七
〉

め
た
と
い
う
例
(
『
奮
唐
書
』

一
O
一

「
邑
宰
を
求
」

韓
依

「
二
豪
家
」
が
内
官
の
春
衣
使
へ
の
賄
賂
を
用
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て

停
)
や
、
河
北
・
徳
州
出
身
の
何
載
な
る
者
が
同
地
を
管
轄
す
る
「
横
海
肱
節
度
使
程
公
(
程
日
華
?
)
に
献
策
し
て
景
州
参
軍
を
奏
授
さ
れ
、

の
ち
景
域
鯨
尉
↓
行
楽
陵
燃
丞
↓
嬢
祭
陵
鯨
令
↓
節
度
要
籍
・
擢
知
市
事
と
轄
遷
し
て
い
る
よ
う
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
(
『
薩
編
(
山

西
)
』
一
四
八
頁
「
何
載
墓
誌
」
元
和
四
年
H
八
O
九
〉
。
同
誌
に
よ
れ
ば
、
何
載
の
望
を
塵
江
郡
と
俸
え
る
が
、
「
子
孫
分
散
し
て
今
徳
州
安
徳
豚
何

(
伺
)

氏
有
り
」
と
記
さ
れ
、
徳
州
と
の
州
境
に
近
い
景
州
臨
津
豚
・
崇
孝
郷
に
葬
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ほ
ぼ
在
地
の
出
身
者
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

な
お
何
載
の
終
任
と
な
っ
た
節
度
要
籍
は
後
述
の
如
く
下
級
幕
職
官
の
範
曙
に
入
る
も
の
で
あ
り
、
「
擢
知
市
事
」
と
い
う
兼
職
か
ら
、
そ
の

職
務
の
卑
俗
な
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
・
次
に
「
軍
将
」
に
つ
い
て
は
、

(
鄭
〉
索
、
丙
子
の
歳
〔
大
中
十
年
〕
を
以
て
河
南
予
自
り
恩
を
蒙
り
て
宣
教
観
察
使
を
擢
受
さ
る
。
:
:
:
押
街
李
惟
異
な
る
者
有
り
、

家
道

E
富
に
し
て
、
久
し
く
横
害
を
篤
し
、
庖
を
置
き
て
刺
を
牧
め
、
卒
人
を
組
織
す
。
:
:
:
其
の
子
自
ら
姦
綴
狼
籍
に
長
じ
、
都
押
街

石
斗
門
を
置
き
て
一
百
三
十
戸
の
水
利
を
絶
却
し
、
自
ら

- 55ー

握
敬
能
、
頻
り
に
来
り
て
相
ひ
見
え
、
科
懲
を
懇
請
す
。
:
:
・
討
撃
使
儀
雄
、

は
此
の
水
を
取
り
て
濁
り
己
が
回
の
み
に
漬
ぐ
。

ハ
「
全
唐
文
』
七
九
O

鄭
蒸

「祭
梓
華
府
君
神
文
」
)

ま
さ
し
く
『
唐
大
詔
令
集
』
七
二
「
乾
符
二
年
南
郊
赦
」
が
「
江
南
の
富
人
、
多
く
一
武
官

も
て
一
戸
を
庇
せ
し
め
、
貧
者
を
し
て
轄
た
更
に
流
亡
せ
し
む
る
を
致
す
」
と
い
い
、
鄭
吉
の
「
楚
州
修
城
南
門
記
」
(
『
全
唐
文
』
七
六
三
)
が

「
公
財
を
掌
し
て
市
に
坐
し
、
軍
籍
を
占
め
て
其
の
家
計
を
蔽
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
在
地

と
あ
る
押
街
李
惟
員
・
討
撃
使
余
雄
の
輩
こ
そ
、

吏
職
的
な
下
級
幕
職
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

屠
君
及
妻
賀
氏
合
耐
墓
誌
」
乾
符
六
年
〈
八
七
九
〉
に
、

府
君
、
誇
は
成
。
金
城
の
人
な
り
。
・
:
:
今
、
子
孫
の
居
を
瀦
城
に
卜
す
る
に
因
り
て
、
乃
ち
瀦
人
と
帰
れ
り
。
:
:
:
租
、
議
は
診
。
節

度
表
賦
孔
目
官
・
兼
同
節
度
副
使
・
津
州
長
史
・
検
校
太
子
賓
客
・
上
柱
園
・
賜
紫
金
魚
袋
。
伯
、
誇
は
珪
。
節
度
要
籍
・
登
仕
郎
・
試

例
え
ば
、

『
陸
編
(
山
西
〉
』

一
七
二
頁
「
申

新
興
層
の
準
出
の
封
象
と
な
っ
た
の
が
、
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右
金
吾
衛
長
史
、
右
も
て
節
度
逐
要
に
補
充
さ
る
。

と
あ
り
、
在
地
瀦
州
出
身
の
申
屠
診

・
珪
が
父
子
二
代
に
亙
り
漂
瀦
節
度
使
下
の

「
表
吠
孔
目
官
」

「節
度
要
籍

・
右
補
充
逐
要
」
と
な
っ
て

(

臼

)

「
表
欣
孔
目
官
」
と
は
文
書
行
政
に
闘
わ
る
事
務
に
携
わ
る
孔
目
官
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
申
屠
診
は
、
父
嘩

光
(
前
誌
で
は
光
)
の
墓
誌
(
『
陸
編

(北
京
遼
寧
二
)
』
四
九
頁
「
申
屠
障
光
墓
誌
」
元
和
十
一
年
H
八
二
ハ
)
の
書
者
で
も
あ
り
、
そ
の
嘗
時
の
肩
書

き
は

「昭
義
軍
節
度
要
籍

・
文
林
郎
・
試
左
武
衛
兵
曹
参
軍

・
上
柱
園
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
節
度
要
籍
は
孔
目
官
の
下
位
に
位
置

い
る
よ
う
な
例
が
注
目
さ
れ
る
。

す
る
下
級
官
称
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に

『
匪
編
(
北
京
遼
寧
二
)』

一
一
四
頁
「
李
君
墓
誌
」
大
中
十
年
(
八
五
六
)
の
墓
主
李
某
は
、
振
武
軍
節
度
使
下
に
お
い
て
散
騒
使
官

(
賓
暦
初
年
H
八
二
五
)
↓
正
騒
使
官
(
大
和
中
H
八
二
七
J
一
一
一
五
)
↓
節
度
要
籍
〈
開
成
三
年
H
八
三
八
)
↓
節
度
障
軍

(
0
・)

の
如
く
轄
遷
し
て
い

「駆
使
官
」
は
そ
の
名
の
如
く
様
々
な
用
務
に
差
嘗
さ
れ
る
卑
職
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
節
度
要
籍
は
上
位
に
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
建
中
の
河
朔
三
鎮
の
叛
飽
の
折
、
翼
王
を
稽
し
た
幽
州
節
度
使
朱
活
が
「
騒
使
・
要
籍
官
」
を
「
承
令
」
と
改
稿
し
た
こ
と
が
見

る。

韓
公
明
」 『

房
山
石
経
題
記
歴
編
』
(
書
目
文
献
出
版
社

(
臼
)

の
名
が
、

一
九
八
七
)
第
二
部
分
「
大
般
若
波
羅
密
多
経
」

一
七
五
頁
に
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え
(
『
新
唐
書
』

一一
一一一

朱
治
侍
〉
、

「節
度
要
籍
・
使
宅
判
官

『
陸
編
(
江
蘇
〉
』

一
三
七
頁

「
成
君
信
墓
誌
」
乾
符
五
年
(
八
七
八
)

に
卒
直
節
度
使
下

「節
度
要
籍

・
支
計
餅
斗
司
」

の
職
名
が
見
え
る
が
、

前
者
は
節
度
要
籍
に
し
て
使
宅
(
節
度
使
官
邸
)

の
執
事
的
任
務
に
、

後
者
は
税
糧
の

出
納
の
務
に
嘗
た

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
前
掲
の
申
屠
珪
の
職
任
「
逐
要
」
は
『
京
畿
家
墓
遺
文
』
下
「
刑
通
及
夫
人
廃
氏
合
耐

誌
」
中
和
三
年
(
八
八
三
)
に

「
白
宍
誇
は
羨

0

・・
:
鎖
府
の
駈
要
を
授
け
ら
る
。

ハ
司
を
札
轄
し
て

威
な
軌
則
に
規
す
」
と
あ
る
「
駈

(
腐
)
要
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

要
籍
の
上
位
に
あ
っ
て
、
諸
司
鈴
轄
の
任
に
首
た
る
こ
と
も
あ
る
吏
曹
の
要
職
で
あ
っ
た
如
く
で

ゑ
り
ヲ
匂
。

と
も
あ
れ
、

か
か
る
騒
使
官
要
籍
|
逐
要
|
孔
目
官
と
い
う
下
組
幕
職
の
系
列
は
、

い
ず
れ
朝
官
を
目
指
す
俊
英
が
僻
召
さ
れ
、

藩
政
の
細
々
と
し
た
賓
務

・
現
業
に
携
わ
る
事
務

職
、
す
な
わ
ち
あ
り
よ
う
と
し
て
は
吏
職
に
他
な
ら
ず
、

「幕
賓
」

「賓
僚
」
と
し
て
程
遇
さ
れ



る
上
級
幕
職
官
と
は
明
ら
か
に

一
線
を
重
す
、
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

河
南
牒
令
賜
緋
魚
袋
弘
農
楊
公
墓
誌
銘
井
序
」
大
中
十
二
年
(
八
五
八
)
に
、

『
千
唐
』

一
一
四

「
唐
故
河
南
府

河
南
豚
令
を
擢
授
さ
る
。
故
事
、
口
姓
を
以
て
軍
に
入
り
て
便
ち
軍
吏
と
漏
る
者
有
り
。
上
官
特
に
庇
す
れ
ば
、
牧
宰
、
之
を
追
ふ
こ
と

能
は
ず
。
公
、
下
車
捜
訪
し
て
悉
く
郷
口
口
口
に
補
す
。

な
る
記
載
が
見
え
る
。

肝
腎
な
箇
所
が
剣
誼
不
能
で
あ
る
が

「
口
姓
」

「郷
口
口
口
」

と
い
っ
た
字
か
ら
推
せ
ば
、

」
れ
は
在
地
の
豪
民

(
「
豪
姓
」

?
〉
が
影
占
し
て

「
軍
吏
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
排
除
し
て
、

(
臼
〉

と
誼
め
る
よ
う
で
あ
る
。
而
し
て
こ
こ
に
レ
う
「
軍
吏
」
と
は
、
押
街
や
討
撃
使
と
い
っ
た
軍
職
の
他
、
駆
使
官
や
要
籍
の
よ
う
な
下
級
幕
職

か
わ
り
に
郷
村
の
諸
色
職
掌
人
(
里
正

・
村
正
〉
な
ど
に
充
て
た
も
の

官
を
も
含
め
て
の
稽
謂
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
「
何
裁
墓
誌
」
の
何
載
が
、
州
参
箪
や
豚
令
な
ど
の
州
豚
官
か
ら
節
度
要
籍
と
な
り
、
『
京
畿
家
墓

遺
文
』
中
「
大
唐
故
同
経
略
副
使
承
務
郎
治
州
魯
城
豚
令
劉
公
墓
誌
銘
井
序
」
貞
元
二
十

一
年
ハ
八

O
五〉

の
墓
主
劉
談
が
、

騒
使
官
↓
治
州
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魯
城
豚
丞
↓
孔
目
剣
官
↓
作
坊
賂
↓
臨
津
豚
丞
l
v魯
城
豚
令
l
v
同
経
略
副
使
粂
都
知
兵
馬
使
押
牙
の
如
く
歴
任
し
、

の
墓
主
で

「孝
廉
に
郷
翠
さ
れ
弱
冠
に
し
て
従
事
す
」
と

『
古
誌
石
筆
』

一
五
「
唐

莫
州
唐
輿
軍
都
虞
侯
乗
押
街
試
鴻
艦
卿
鄭
府
君
墓
誌
銘
」
貞
元
十
九
年
(
八

O
三
)

稽
さ
れ
る
鄭
玉
が
、
「
権
充
本
州
孔
目
剣
官
」
↓
唐
輿
軍
左
虞
候
↓
「
累
有
奔
遁
、
:
:
:
職
寛
都
虞
候
」
の
如
く
轄
遜
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
一
般
府
州
の
||
す
な
わ
ち
畿
尉
の
如
き
エ
リ
ー
ト
・
ポ
ス
ト
に
あ
ら
ざ
る
1

1
州
豚
官
・
下
級
幕
職
官
・
寧
職
の
三
者
が
互
い
に
、
通

底
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
附
言
す
れ
ば
、
前
掲
の
「
李
君
墓
誌
」
の
墓
主
節
度
要
籍
李
某
の
-
岨
柴
崎
は
「
街
前
兵
馬
使
」
、

夫
人
劉
氏
の
父
倫
は
「
節
度
街
前
討
撃
副
使
」
と
記
さ
れ
、

長
子
敬
剣
は

「街
前
子
弟
」
、

深
州
下
博
勝
尉
畢
茶
の
子
与
は
義
武
節
度
逐
要
で

あ
っ
た
(
『
薩
編
(
洛
陽
一
一
一
一
〉
』
三
頁
「
畢
氏
妻
趨
氏
墓
誌
」
元
和
五
年
H
H
八一

O
〉

こ
の
三
者
は
父
子
・
姻
戚
の
閲
係
に
お
い
て
も
し
ば

し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
こ

の
三
者
が
唐
後
半
期
の
官
僚
機
構
の
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ

l
に
お
い
て
同
一
の
層
次
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(
臼
)

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
c

ま
た
、
こ
の
李
某
一
族
や
前
掲
の
申
屠
診

・
珪
父
子
が
い
ず
れ
も
同
一
藩
鏡
下
に
お
い
て
下
紐
幕
職
や
軍
職
に
就
い

よ
う
に
、
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て
い
る
こ
と
、
或
は
李
某
が
三
十
一
年
の
長
き
に
亙
っ
て
振
武
軍
藩
鎮
内
で
下
級
幕
職
を
樽
遷
し
て
い
る
如
く
、
前
掲
の
劉
談
が
「
弱
冠
の
歳

:
:
:
公
門
に
従
事
」
し
て
駆
使
官
を
授
け
ら
れ
て
よ
り
五
十
四
歳
で
設
す
る
ま
で
、
終
始
治
景
横
海
軍
藩
鎮
内
で
州
豚
官

・
下
級
幕
職

・
軍
職

を
轄
遜
し
、
同
様
に
何
載
が
「
強
仕
」
す
な
わ
ち
四
十
に
し
て
景
州
参
軍
と
な
っ
て
よ
り
六
十
七
歳
で
渡
す
る
ま
で
や
は
り
横
海
軍
藩
鎖
内
で

州
鯨
官

・
下
級
幕
職
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
職
が
い
わ
ば
「
土
着
的
」
性
格
を
帯
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出

(

臼

)

上
級
幕
職
官
が
多
薦
に
よ
っ
て
朝
官
に
築
噂
し
た
り
、
府
主
の
轄
任
に
「
元
従
」
し
て
他
落
に
祷
任
し
た
り
と
、
い
わ
ば

来
よ
う
。
そ
れ
は
、

。
腰
掛
け
。
的
に
幕
府
に
在
職
す
る
の
と
は
掛
照
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
唐
後
半
期
の
藩
鎮
に
お
け
る
幕
職
ス
タ
ッ
フ
の
全
瞳
像
が
よ
う
や
く
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
「
幕
賓
」
「
賓
僚
」
と
稽
さ
れ
る
剣
官

・
掌
書
記

・
推
官

・
支
使

・
巡
官
の
系
列
の
上
級
幕
職
官
と
、
繁
細
な
日
常
事
務
を
事
と
す
る

孔
目
官
・
逐
要
・
要
籍
・
騒
使
官
の
系
列
の
下
級
幕
職
官
の
二
層
構
造
を
な
し
て
お
り
、
雨
者
の
聞
に
は
明
ら
か
な
位
相
の
差
が
存
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
前
者
は
唐
朝
の
中
央
官
制
と
緊
密
に
リ
ン
ク
さ
れ
、
朝
廷
の
清
要
官
へ
と
つ
な
が
る
昇
達
の
一
ス
テ
ッ
プ
を
な
し
て
い
た
の
に
劃

し
、
後
者
は
「
ノ
ン

・
キ
ャ
リ
ア
」
と
も
稽
す
べ
き
下
紐
職
員
に
し
て
土
着
的
存
在
で
あ
り
、
一
部
の
軍
職
や
下
層
の
州
豚
官
と
も
遁
底
す
る

い
わ
ゆ
る
在
地
「
新
興
屠
」
の
権
力
機
構
へ
の
参
入
は
、
唐
後
半
期
の
段
階
に
お
い
て
は
専
ら
後
者
を
舞
蓋
と
し
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存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

て
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

博
陵
の
援
威
は
「
少
く
し
て
林
霊
の
志
有
り
。
:
:
:
尤
も
篇
詠
に
長
じ
、
飲
酒
を
好
む
。
風
月
の
毎
に
孤
り
静
か
に
吟
噺
し
て
時
を
移
す
。

多
く
懐
恰
流
沸
、
酷
酔
に
至
れ
ば
則
ち
己
む
」
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
が
、
鄭
徐
慶

・
李
夷
簡
ら
の
名
臣
は
「
皆
な
幕
中
に
僻
し
て
奉
ず
る
こ

と
師
友
の
如
」
く
で
あ
っ
た
と
い
う
(
宋
本
『
茄
府
元
亀
』
七
二
九

幕
府
部
・
辞
署
四
)
。
ま
た
牛
僧
掃
に
辞
さ
れ
て
准
南
揚
州
に
あ
っ
た
杜
牧
が

「
供
職
の
外
、

唯
だ
宴
遊
を
以
て
事
と
魚
し
」
、

放
蕩
の
限
り
を
壷
く
し
て
な
お
、
そ
の
才
を
愛
し
た
借
需
の
手
厚
い
庇
護
の
下
に
置
か
れ
て



い
た
こ
と
は
知
ら
れ
た
話
柄
に
属
す
(
『
太
卒
庚
記
』
二
七
三
「
杜
牧
」
。
出
『
唐
関
史
』
)
。

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
端
的
に
示
す
の
は
、

藩
鎮
の

幕
中
に
お
い
て
、
或
は
藩
鎮
辞
召
制
と
い
う
政
治
的
か
つ
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
に
お
い
て
、
如
何
な
る
債
値
が
隼
重
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
詩
賦
や
四
六
文
に
表
象
さ
れ
る
「
文
事
」
の
才
な
の
で
あ
り
、
或
は
こ
れ
に
博
く
典
故
を
踏
ま
え
る
儒
撃
を
基
幹
と
し
た
教

養
・
事
識
を
加
え
て
も
よ
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
ぐ
れ
て
文
化
的
債
値
な
の
で
あ
っ
た
。
賓
際
、
様
々
な
奏
文
・
書
肢
の
起
草
や
、
朝
廷

や
他
藩
か
ら
の
使
節
を
迎
え
て
の
詩
の
躍
酬
な
ど
、
藩
鎮
の
日
常
に
お
い
て
「
文
周
子
」
は
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
携
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

と
な
き
し
め
て

た

と
は

戴
偉
華
氏
ヵ:
詳
細

論
じ
た
逼そ
り(こ
で66に
あ)結
る vi
。れ

る
文
人
相
互
の
チマ

:.x. 
友
カL

藩
鎮
を
し
て
豊
か
な
文
事
的
生
産
の
場

ら
に
加
え
て
、
府
中
公
私
の
宴
席
に
お
け
る
詩
の
唱
和
や
、

こ
こ
に
お
い
て
、
嘗
時
の
経
済
的
覇
者
と
し
て
勃
興
し
つ
つ
あ
る
「
新
興
層
」
が
、
た
だ
ち
に
藩
鎮
僻
召
制
を
階
梯
と
し
て
唐
後
半
期
の
中

央
官
界
に
勇
躍
進
出
を
果
た
し
た
と
い
う
理
解
は
、
柳
か
素
朴
に
、
過
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
に
お
い
て
、

P
Hブ
ル
デ

(

同

町

〉

(

臼

)

ュ
l
の
再
生
産
論
を
唐
後
半
期
|
|
或
は
一
帝
政
中
園
期
|
|
の
政
治
リ
枇
舎
構
造
の
解
明
の
た
め
の
一
つ
作
業
偲
設
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
に

魅
力
を
感
じ
る
。
ブ
ル
デ
ュ

l
再
生
産
論
の
根
幹
は
、
従
来
の
「
階
級
」
概
念
の
主
軸
を
な
す
「
経
済
資
本
」
の
み
な
ら
ず
、

「
文
化
資
本
」
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「
祉
舎
関
係
資
本
」
と
い
っ
た
要
素
が

エ
リ
ー
ト
階
層
の
再
生
産
に
多
大
の
(
む
し
ろ
「
経
済
資
本
」
以
上
の
〉
役
割
を
果
た
す
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
南
京
へ
の
集
住
の
準
行
に
よ
り
在
地
的
経
済
的
基
盤
か
ら
の
遊
離
を
強
め
、
九
口
問
官
人
法
の
喪
失
に
よ
り
、

そ
の
政
治
上
の
特
権
も

(

印

)

「
文
恩
T

」
や
理
教
と
い
う
「
文
化
資
本
」
と
、
身
分
的
内
婚
制
の
堅
持
と
い
う

既
に
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
唐
代
の
貴
族
に
と
っ
て

「
婚
姻
戦
略
」
や
代
々
の
官
界
に
お
け
る
安
佐
に
よ
っ
て
培
っ
た
「
社
曾
関
係
資
本
」
こ
そ
が
、
自
ら
を
鎧
う
べ
き
最
後
の
牙
城
で
あ
っ
た
。

し
か
し
唐
代
、
特
に
後
牢
期
の
貴
族
層
は
、
元
来
出
自
を
問
わ
ず
賢
才
を
奉
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
科
奉
を
奇
貨
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て

デ
ィ
ス
タ

γ
グ

νオ
ン

(

初

)

基
準
的
債
値
と
さ
れ
た
「
文
事
」
を
、
自
ら
を
他
者
と
ん
，
差
別
化
。
す
る
表
象
と
し
て
逆
手
に
取
り
、
官
界
に
お
け
る
目
ざ
ま
し
い
勢
力
奪

回
を
成
就
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
追
風
を
興
え
た
も
の
は
、
事
前
運
動
や
請
託
が
宇
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
唐
代
科
穆
の
特
質
で
あ

59 

り
、
こ
こ
に
お
い
て
貴
族
居
の
保
持
す
る
「
祉
舎
闘
係
資
本
」
は
、

そ
の
威
力
を
存
分
に
護
揮
し
た
に
違
い
な
い
。

ま
さ
し
く
嘱
波
護
氏
の
言
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う
よ
う
に
「
(
唐
代
の
科
奉
は
〉
新
し
い
官
僚
を
生
み
だ
す
よ
り
は
、
衰
退
に
お
も
む
か
ん
と
す
る
奮
貴
族
居
の
補
強
工
作
で
あ
る
か
の
ご
と

き
様
相
を
呈
し
た
」
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
藩
鎖
僻
召
制
も
ま
た
、
貴
族
屠
に
と
り
、
自
ら
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
地
位
を
再
生
産

す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
幸
便
に
機
能
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
藩
銀
幕
職
官
は
、
エ
リ
ー
ト
・
コ

l
ス
と
し
て
の
官
途
の
上
か
ら
も
、
そ

こ
で
重
ん
じ
ら
れ
た
「
文
拳
」
的
債
値
の
上
か
ら
も
、
ま
さ
し
く
科
奉
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
辞
召
の
場
に
お

い
て
は
、

か
か
る
「
文
化
的
資
本
」
と
並
ん
で
様
々
な
縁
故
「
闘
節
」
な
る
「
社
舎
闘
係
資
本
」
が
強
力
に
作
用
し
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り

で
あ
る
。

と
し
ぅ

か
く
し
て
唐
後
牢
期
に
お
い
て
は
、
科
傘
と
藩
鎮
辞
召
制
を
い
わ
ば
車
の
雨
輪
と
し
て
、
貴
族
層
が
官
界
中
橿
に
お
い
て
覇
権
を
回
復
す
る

一
種
崎
形
的
な
朕
況
が
現
出
し
た
。
唐
末
も
す
で
に
中
和
元
年
(
八
八
一
〉
、
黄
泉
の
凱
が
猫
獄
を
極
め
る
中
、
宰
相
か
ら
河
東
節
度

使
に
出
鎖
し
た
郷
従
諜
は
、

そ
の
幕
僚
と
し
て
兵
部
員
外
郎
・
史
館
修
撰
劉
崇
亀
、
前
司
動
員
外
郎
・
史
館
修
撰
越
崇
、
長
安
令
王
調
、
前
左

拾
遺
李
渥
ら
時
の
名
士
を
陣
附
し
て
「
閉
幕
の
盛
、

一
時
に
冠
た
り
。
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中
朝
の
鱈
望
せ
る
者
、
太
原
を
目
し
て
小
朝
廷
と
帰
す
」
と
稽
さ
れ
(
宋

(
礼
)

幕
府
部
・
僻
署
四
〉
、
文
徳
元
年
(
八
八
八
)
、
西
川
節
度
使
章
昭
度
が
行
営
招
討
使
と
な
り
、
山
南
西
道
節
度
使
楊
守
亮

を
副
使
、
東
川
節
度
使
顧
彦
朗
を
行
軍
司
馬
と
し
て
、
成
都
に
擦
る
陳
敬
殖
を
討
っ
た
際
、
な
お
「
三
府
各
々
帳
寮
を
署
す
る
に
皆
な
是
れ
朝

達
の
子
弟
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
(
『
太
卒
庚
記
』
一
一
六
六
「
王
先
主
遭
軽
薄
」
。
出
『
北
夢
漬
言
』
)
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
唐
後
牢

本
『
加
府
元
勉
』
七
二
九

期
の
藩
鎮
静
召
制
を
風
擁
し
て
い
た
「
貴
族
主
義
」
を
度
し
難
い
ま
で
に
示
し
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
も
、
朝
廷
の
正
員
官
を
求
心
力
の
綬

と
す
る
官
僚
制
シ
ス
テ
ム
と
、

「
文
事
」
と
い
う
債
値
基
準
に
正
統
性
の
裏
打
ち
を
興
え
て
い
た
唐
朝
と
い
う
存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
話

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
唐
朝
朝
廷
と
そ
の
官
僚
制
機
構
の
崩
壊
と
と
も
に
、
か
か
る
「
貴
族
主
義
」
と
そ
の
政
治
的
覇
権
は
、
さ
な
が
ら
貴
族

制
吐
曾
の
最
後
の
残
照
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
は
か
な
く
消
え
去
る
運
命
に
あ
っ
た
。
行
管
都
指
揮
使
に
任
じ
ら
れ
た
「
賊
王
八
」
王
建
と
そ

る
。
そ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
、

の
磨
下
の
む
く
つ
け
き
風
瞳
を
嘘
っ
た
と
い
う
「
朝
達
の
子
弟
」
な
る
幕
僚
は
、

や
が
て
三
川
の
覇
者
と
な
っ
た
王
建
に
よ
る
彼
ら
の
豊
殺
と
い
う
形
で
、
容
赦
な
く
粉
砕
さ
れ
る
こ
と
に
な

既
に
し
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
他
な
か
っ
た
の
で
あ



ろ
う
。

か
く
し
て
唐
極
末
J
五
代
以
降
、

か
か
る
「
朝
達
の
子
弟
」
な
る
「
軽
薄
の
模
寮
」
が
完
全
に
舞
蓋
よ
り
退
場
し
て
の
ち
、
員
に
宋
代

(

η

)

 

士
大
夫
階
級
の
前
身
と
な
る
べ
き
「
新
興
層
」
の
進
出
と
い
う
、
藩
鎮
辞
召
制
の
第
二
の
幕
が
聞
く
こ
と
に
な
る
。
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註
(

1

)

璃
波
護
「
中
世
貴
族
制
の
崩
壊
と
僻
召
制
|
牛
李
の
黛
争
を
手
が
り

に
|
(
一
九
六
二
↓
同
『
唐
代
政
治
社
曾
史
研
究
』
同
朋
合
、
一
九
八

六
)
。
引
用
は
同
書
七
三
・
七
四
頁
。
ま
た
同
書
所
枚
の
「
唐
末
五
代

の
幾
革
と
官
僚
制
」
(
一
九
六
四
↓
可
愛
宕
元
「
唐
代
後
半
に
お
け
る

祉
禽
獲
質
の
一
考
察
」
(
『
東
方
準
報
(
京
都
)
』
四
二
、
一
九
七
一
)
、

「
唐
代
の
郷
貢
進
士
と
郷
貢
明
経
」
(『
東
方
皐
報
(
京
都
)
』
四
五
、

一
九
七
三
)
も
参
照
。

(

2

)

例
え
ば
、
落
鎮
を
地
方
行
政
再
編
の
受
け
皿
や
、
地
方
支
配
維
持
の

た
め
の
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
結
節
黙
と
し
て
積
極
的
に
利
用
す
る
政
策

が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
、
鄭
煩
俊
「
唐
後
半
期
の
地
方
行

政
鐙
系
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
一

l
三
、
一
九
九
二
〉
、

「
唐
代
の
観
察
慮
置
使
に
つ
い
て
」
(『
史
林
』
七
七

l
五、

一
九
九

四
〉
、
ま
た
中
砂
明
徳
「
後
期
唐
朝
の
江
准
支
配
元
和
時
代
の
一
側

面
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
七
|
一
、
一
九
八
八
)
も
参
照
。

(
3
〉
拙
稿
「
中
晩
唐
期
に
お
け
る
官
人
の
幕
職
官
入
仕
と
そ
の
背
景
」

(
松
本
肇
・
川
合
康
三
編
『
中
唐
文
皐
の
競
角
』
創
文
社
、
一
九
九

八
)
。
ま
た
松
浦
典
弘
「
唐
代
後
牢
期
の
人
事
に
お
け
る
幕
職
官
の
位

置
」
(
『
古
代
文
化
』
五

O

一
て
一
九
九
八
)
も
参
照
。

(

4

)

封
演
『
封
氏
関
見
記
』
三
制
科
(
王
議
『
唐
語
林
』
八
)
。
「
八

僑
」
は
「
進
土
↓
校
書
郎
↓
畿
尉
↓
監
察
御
史
↓
拾
遺
↓
員
外
郎
↓
中

書
舎
人
↓
中
書
侍
郎
」
、
そ
れ
に
次
ぐ
と
さ
れ
る
の
は
「
制
科
↓
正
字

↓
京
尉
(
畿
丞
)
↓
殿
中
侍
御
史
↓
補
閥
↓
郎
中
↓
給
事
中
↓
中
書

令」。

(

5

)

(

6

)

前
註
(
3
〉
拙
稿
・
三
五
九
頁
参
照
。

(

7

)

「
循
資
格
」
に
つ
い
て
は
、
鳥
谷
弘
昭
「
義
光
庭
の
『
賃
資
格
』
に

つ
い
て
」
(
『
立
正
史
拳
』
四
七
、
一
九
八

O
〉
、
槻
木
正
「
博
皐
宏
詞

科
・
書
剣
抜
翠
科
の
賓
施
に
つ
い
て
|
『
循
資
格
』
を
手
懸
り
と
し
て

|
」
(
『
関
西
大
塵
法
皐
論
集
』
三
七
四
、
一
九
八
七
)
な
ど
参
照
。

(

8

)

璃
波
護
「
唐
代
使
院
の
僚
佐
と
降
召
制
」
(
一
九
七
三
↓
嘱
波
前
註

(
1
〉
室
田
)
な
ど
参
照
。

(
9
〉
『
唐
舎
要
』
六
二
御
史
肇
下
・
雑
録
に
「
貞
元
十
二
年
十
月
、
御

史
蓋
奏
。
伏
準
貞
元
二
年
班
序
穀
、
諸
使
下
三
院
御
史
、
有
本
官
是
常

参
官
兼
者
、
印
入
本
官
班
。
如
内
供
奉
・
裏
行
、
卸
入
御
史
班
。
縁
使

下
御
史
絢
多
、
近
例
並
不
在
内
供
奉
班
内
。
臣
等
参
詳
、
伏
請
自
今
己

後
、
請
使
下
御
史
内
供
奉
者
、
入
門
日
、
並
依
宣
徳
殿
前
班
位
、
次
員

外
郎
之
後
、
在
正
肇
監
察
御
史
之
上
、
使
震
常
式
、
庶
叶
通
規
。
救

旨
、
依
奏
」
と
あ
り
、
幕
職
官
な
ど
使
下
の
官
が
ハ
入
朝
し
て
)
朝
舎

に
参
す
る
時
は
、
ま
さ
し
く
正
員
の
常
参
官
乃
至
御
史
な
ど
に
準
ず
る

扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

(
日
)
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一

J
九
一
一
。
以
下
「
隆
編
』
と
略
稿
。
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〈
U
)
検
校

・
乗
・
試
の
肇
省
官
の
改
縛
は
、
「
三
週
年
」
(
『
唐
曾
要
』

七
八
諸
使
雑
録
上
、
貞
元
十
六
年
十
二
月
殺
)
、
「
三
考
」
(
同
八
一

考
上
、
元
和
二
年
五
月
の
中
審
門
下
の
上
言
)
、

「
三
十
箇
月
」
(
同

七
八
諸
使
雑
録
上、

元
和
七
年
七
月
救
〉
な
ど
と
見
え
る
。

〈
ロ
〉
『
唐
曾
要
』
七
八
諸
使
雑
録
上
、
貞
元
四
年
二
月
教
に
「
諸
道
幕

府
剣
官
及
諸
軍
将
、
比
奏
改
官
、
例
多
超
越
」
、
宋
本
『
加
府
元
勉
』

六
三
二
鐙
選
部

・
僚
制
三
、
大
和
元
年
九
月
に
「
貞
元
・
元
和
関
、

使
府
奏
職
、
至
侍
御
史
然
後
輩
本
省
官
。
:
:
:
請
自
侍
御
史
後
、
年
月
足

後
、
更
始
輿
省
官
L

と
い
う
。

(
日
)
清
官
に
つ
い
て
は
、
『
奮
唐
書
』
四
二
職
官
志
、
『
唐
六
典
』
二

吏
部
郎
中
僚
を
参
照
。

(

M

)

ち
な
み
に
前
掲

一
覧
表
所
掲
の
准
南

・
新
西
雨
落
鎮
の
幕
職
官
の

う
ち
、
検
校

・
粂
・
試
官
が
剣
明
す
る
者
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
以

下
の
如
く
で
あ
る
。
校
書
郎
8
、
箸
作
郎
1
、
監
察
御
使
M
、
殿
中

侍
御
史
初
、
「
侍
御
」

(
監
察
ま
た
は
殿
中
侍
御
史

)
m、
侍
御
史

白
、
御
史
中
丞
2
、
御
史
大
夫
1
、
山
間
書
員
外
郎
M
、
郎
中
8
、
大
理

評
事
灯
、
大
理
司
直
3
、
太
常
奉
躍
郎
1
、
太
常
協
律
郎
4
、
太
常
博

士
1
、
太
府
卿
1
、
殿
中
監
1、

園
子
助
教
1
、
太
子
司
議
郎
1
、
府

録
事
参
軍
1
、
「
街
佐
」
1
、
以
上
で
あ
る
。
な
お
傍
線
は
「
清
官
」

「
清
堅
守
口
」
(
三
品
以
上
)
、
他
に
「
八
僑
」
努
頭
の
校
書
郎
と
大
理

評
事
(
『
唐
語
林
』
五
「
畿
尉
有
六
道
」
)
に
も
エ
リ
ー
ト
性
が
明
ら
か

に
看
取
さ
れ
よ
う
。

(
日
)
『
通
典
』
一
五
選
袋
三
、
歴
代
制
下
、
『
麿
舎
要
』
八
二
冬

薦
、
前
註
(
3
〉
拙
稿
参
照
。

(
日
)
藩
帥
に
こ
の
よ
う
な
薦
摩
の
権
を
奥
え
た
の
は
、
代
・
徳
商
朝
に
お

け
る
「
姑
息
」
政
策
が
影
響
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
太
卒
庚

記
』
一
五
一
「
李
稜
」
(
出
『
綴
定
命
録
』
)
は
、
河
中
節
度
使
海
誠

に
野
召
さ
れ
た
貞
元
二
年
の
進
士
李
綾
が
、
自
分
の
木
意
は
藍
田
尉
を

得
る
こ
と
で
あ
り
、
「
使
衡
に
援
ら
ば
合
に
畿
尉
を
得
る
ベ
し
。
考
秩

浅
し
と
雌
も
、
如
し
公
の
勅
釜
山
宗
重
も
て
特
に
莱
が
昼
間
め
奏
請
せ
ば
、

必
ず
諮
は
ん
」
と
、
規
定
を
越
え
て
畿
尉
を
得
る
べ
く
藩
帥
の
表
薦
を

求
め
た
こ
と
を
記
す
c

(
口
)
『
唐
舎
要
』
七
五
選
部
下
・
雑
庭
置
に
「
(
貞
元
)
九
年
十
二
月

制
。
自
今
己
後
、
態
諸
色
使
行
軍
司
馬
・
剣
官

・
書
記

・
参
謀

・
支

使
・
推
官
等
使
罷
者
、
如
是
検
校
・
試
五
品
己
上
、
不
合
子
吏
部
選

集
、
並
任
准
寵
使
郎
官
・
御
史
例
、
冬
季
開
奏
」
と
あ
り
、
宋
本
『
崩

府
元
鑑
』
六
=二

鐙
選
部
・
僚
制
三
、
元
和
二
年
五
月
の
中
書
門
下

の
奏
に

「其
罷
使
郎
官

・
御
史
、
任
依
奮
冬
薦
。
其
諸
道
態
須
薦
迭
人

等
、
自
今
己
後
、
諸
郎
官
・
御
史
者
、
使
及
時
限
、
同
篤
冬
薦
」
と
あ

っ
て
、
元
来
「
冬
驚
」
が
適
用
さ
れ
る
者
は
原
則
「
検
校

・
試
五
品
己

上
」
の
官
資
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
六
口
間
以
下
で
も
「
郎
官
・
御

史
」
を
帯
す
る
者
は
、
恐
ら
く
「
罷
使
郎
官
」
(
臨
時
に
郎
官
・
御
史

の
官
衡
を
輿
え
ら
れ
て
地
方
監
察
任
務
に
出
使
し
た
官
人
〔
H
H
出
使
郎

官

・
御
史
〕
の
任
務
終
了
し
た
者
〉
に
準
ず
る
形
で
冬
薦
の
針
象
と
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
四
)
原
文
及
び
『
奮
唐
書
』
一
六
一
二
は
「
弘
正
」
と
す
る
が
、

『
新
唐

書
』
七
三
上
・
一
七
七
な
ど
に
見
え
る

「
弘
止
」
が
正
し
い
よ
う
で
あ

る
。
『
通
鐙
』
二
四

O
倉
昌
六
年
八
月
燦
「
考
異
」
参
照
。

〈
ω)
「
剣
官
」
は
、

掌
書
記
や
観
察
支
使
な
ど
と
並
ぶ
幕
職
官
の
職
名
の

一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
幕
職
官
全
般
の
汎
稽
と

し
て
も
用
い
ら
れ
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た
。
巌
耕
望
「
唐
代
方
銀
使
府
僚
佐
考
」
ハ
『
唐
史
研
究
叢
考
』
香
港
・

新
型
研
究
所
、
一
九
六
九
)
一
八
七
頁
以
下
参
照
。

(
加
〉
見
任
郎
官
・
御
史
の
辞
召
に
つ
い
て
は
、
貞
元
二
年
(
『
唐
舎
要
』

五
四
中
書
省
)
以
来
、
大
和
二
年
(
同
七
九
諸
使
雑
録
下
)
・
開

成
二
年
(
同
前
〉
と
度
重
な
る
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

重
申
規
定
の
存
在
自
陸
、
か
え
っ
て
か
か
る
規
定
が
遵
守
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

〈
幻
)
『
唐
曾
要
』
七
九
諸
使
雑
録
下
、
開
成
三
年
四
月
の
中
書
門
下
の

奏
な
ど
。

(
幻
)
『
新
唐
書
』
四
八
百
官
志
は
「
朝
舎
、
則
率
其
属
正
百
官
之
班

序
、
選
明
列
於
爾
額
。
監
察
御
史
二
人
押
班
、
侍
御
史
顧
翠
不
如
法

者
」
と
い
う
が
、
『
唐
園
史
補
』
下
「
御
史
憂
故
事
」
は
「
大
朝
曾
則

駐
察
押
班
、
常
参
則
殴
中
知
班
、
入
閣
則
侍
御
史
監
奏
」
と
記
す
。

(
お
)
前
註
(
口
)
所
掲
史
料
に
見
る
よ
う
に
、
藩
銀
幕
職
官
に
は
、
彼
ら
が

し
ば
し
ば
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
「
出
使
御

史
・
郎
官
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
附
帯
さ
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。

(
川
品
〉
『
奮
唐
書
』
一
一
一
一
李
鋳
停
。

(
お
〉
『
文
苑
英
筆
』
七
九
五
沈
亜
之
「
李
紳
停
」
。

(
お
)
元
和
初
年
に
唐
靭
に
桓
命
・
討
卒
さ
れ
た
昭
義
節
度
使
虚
従
史
の
掌

書
記
で
あ
っ
た
孔
践
に
つ
い
て
も
「
毎
乗
筆
至
不
軌
之
言
、
極
諌
以
篤

不
可
。
従
史
怒
。
畿
放
徐
謝
病
院
洛
陽
」
(
『
奮
唐
室
田
』
一
五
四
岡

市
噂
〉
と
い
う
記
事
を
停
え
る
。

(
幻
)
松
井
秀
一
「
唐
代
後
学
期
の
江
准
に
つ
い
て
|
江
成
及
び
康
全
泰
・

表
甫
の
叛
鋭
を
中
心
と
し
て
」
(
『
史
製
雑
誌
』
六
六
|
二
、
一
九

五
七
)
な
ど
。

(mxm)
『
新
唐
書
』
は
兵
志
も
そ
う
で
あ
る
が
、
軍
事
制
度
の
記
述

(
特
に
令
外
の
制
に
関
わ
る
部
分
)
に
つ
い
て
は
多
く
の
誤
謬
を
含
む

(
唐
長
講
『
唐
室
国
主
筆
正
』
参
照
)
。
巌
前
註
(
臼
)
論
文
も
、
折
角

各
幕
職
の
職
掌
を
丹
念
に
迫
求
し
な
が
ら
、
雨
者
を
排
別
せ
ず
、
卒
面

的
な
列
患
に
終
わ
っ
て
い
る
。
な
お
『
遁
典
」
三
二
職
官
一
四
は
、

節
度
使
の
僚
佐
と
し
て
副
使
・
行
軍
司
馬
・
剣
官
2
・
掌
書
記
・
参
謀

1
1
2
・
随
軍
4
の
日
乃
至
ロ
員
の
み
を
翠
げ
、
流
石
に
こ
の
種
の
謬

見
に
は
陥
っ
て
い
な
い
。

(

m

剖
〉
『
唐
曾
要
』
八
一
考
上
、
元
和
二
年
五
月
の
中
書
門
下
の
上
号
一
口
に

「
諸
道
及
諸
司
副
使
・
行
軍
司
馬
・
剣
官
・
参
謀
・
掌
書
記
・
支
使
・

推
官
・
巡
官
等
、
有
数
充
職
掌
、
常
検
校
五
品
官
以
上
官
及
牽
省
官
・

三
考
輿
改
縛
」
と
い
い
、
全
く
同
じ
幕
職
官
の
範
園
を
記
す
。
な
お
表

ー
に
行
軍
司
馬
と
参
謀
が
見
え
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
幕
職
が
「
冗

長
」
と
し
て
開
成
四
年
(
八
三
九
)
六
月
に
慶
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
ハ
『
唐
曾
要
』
七
九
諸
使
雑
録
下
〉
。

(
紅
)
例
え
ば
『
通
鑑
』
二
二
六
建
中
二
年
正
月
戊
辰
僚
に
見
え
る
成
徳

軍
下
の
「
孔
目
官
胡
震
」
を
『
奮
唐
書
』
一
八
七
下
部
員
俸
は
「
孔

目
吏
胡
震
」
と
す
る
。

(
日
記
)
『
文
苑
英
華
』
八

O
六
察
詞
立
「
慶
州
孔
目
院
食
掌
記
」
威
逼
十

三
年
(
八
七
二
〉
に
「
:
:
:
所
以
因
食
市
集
、
評
議
公
事
者
也
。
篠
是

凡
在
原
位
、
得
不
遜
躍
法
、
奉
職
司
、
事
有
疑
、
獄
有
寛
、
化
未
治
、

弊
未
去
、
有
益
三
木
彰
、
有
悪
未
除
、
皆
得
以
議
之
、
然
後
可
以
聞
於
太

守
失
」
云
々
と
い
う
。

(
お
〉
『
唐
曾
要
』
七
九
諸
使
雑
録
下
、
開
成
四
年
六
月
の
中
書
門
下
の

奏
は
「
諸
道
節
度
使
参
佐
、
自
副
使
至
巡
官
、
共
七
員
」
と
記
し
、
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『
文
苑
英
華
』
七
八
三
符
載
「
剣
南
西
川
幕
府
諸
公
骨
局
員
讃
弁
序
」

貞
元
四
年
(
七
八
八
)
は
、
験
事
官
(
検
校
・
衆
・

試
官
)
を
帯
び
る

幕
僚
口
名
を
翠
げ
、

『
八
抽
控
室
金
石
補
正
』
六
八
「
諸
蔦
武
侯
澗
堂
碑
」

碑
陰
記
(
一
冗
和
四
年
H
八
O
九
〉
は
、
商
川
節
度
使
下
の
幕
僚
と
し
て

行
軍
司
馬

・
営
団
副
使

・
観
察
剣
官
・
支
度
判
官

・
節
度
掌
書
記
・
観

察
亥
使

・
観
察
推
官

・
節
度
推
官

・
節
度
巡
官
の
9
名
が
名
を
連
ね
、

同
「
楊
嗣
復
等
洞
祭
題
名
弁
詩
」
開
成
二
年
(
八
三
七
〉
は
、
節
度
判

官

・
観
察
支
使
・
節
度
掌
書
記

・
節
度
推
官

・
節
度
参
謀
・
掻
按
撫
巡

宮
の
6
名
を
記
す
。
ま
た
『
金
石
支
編
』
一

O
七
「
使
院
新
修
石
憧

記
」
元
和
十
二
年
(
八
一
七
〉
は
、
徐
州
武
寧
軍
節
度
使
下
の
幕
僚
と

し
て
掻
節
度
副
使

・
行
軍
司
馬
・
鋳
笹
田
副
使
・
節
度
判
官
・
観
察
剣

口
・

支
度
口
口
口
信
田
剣
官
2

・
節
度
参
謀

・
節
度
筆
書
記
2

・
観
察

推
官
2

・
掻
観
察
推
官
・
節
度
巡
官
・
錆
節
度
巡
官

・
口
口
巡
官

・
掻

支
度
巡
宮

・
脇
田
田
巡
官
掻
支
度
巡
官
の
計
凶
名
を
列
記
し
、

『
八
寝
室

金
石
補
正
』
六
五
「
慶
唐
観
李
笈
謁
岡
県
廟
題
記
」
長
慶
三
年
(
八
二

=
一
〉
は
、
管
慈
等
州
都
国
練
線
復
一
小
使
下
の
幕
僚
と
し
て
観
察
剣
官

・
観

察
支
使

・
観
察
推
官
・
錆
闘
練
剣
官

・
掻
観
察
推
官
・
癒
翻
察
巡
官
2

の
計
7
名
を
列
記
す
る
。
西
川
の
場
合
は
こ
れ
が
幕
職
官
の
全
容
で
な

い
可
能
性
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ロ
名
の
替
定
員
の
枠
内
で
あ
る
。
武

寧
は
8
名
の
醤
定
員
に
封
し

ω名
の
超
過
、
耳
目
慈
は
5
名
の
沓
定
員
に

釣
し
2
名
の
超
過
で
あ
る
。
特
に
武
寧
の
場
合
、
こ
れ
が
幕
織
官
の
全

容
か
つ
ほ
ぼ
最
大
限
に
膨
張
し
た
朕
態
を
一
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

で
も
十
数
名
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
な
お
、
開
成
二
年
題
名
時
の

西
川
節
度
使
組
問
嗣
復
が
入
相
後
、
務
鎖
使
府
属
僚
削
減
の
建
言
を
行

っ

て
い
る
(
『
新
唐
書
』
一
七
四
楊
嗣
復
停
〉
こ
と
は
、
破
波
前
註
(

8

)

論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
興
味
深
い
。

〈
引
品
〉
郷
密
T

節
度
使
高
霞
寓
は
「
勅
業
を
以
て
迭
に
臨
む
に
、
府
幕
を
霊
か

ら
し
め
ん
と
欲
し
て
」
藍
回
尉
で
あ
?
に
俊
才
呂
認
を
掌
書
記
に
辞
召

し
て
お
り
(
『
庭
編
(
洛
陽

一
四
)
』
五
四
頁
「
呂
譲
墓
誌
」
大
中
十
年

目
八
五
六
)
、
「
反
側
L

諸
藩
に
お
い
て
も
、
成
徳
節
度
使
王
武
俊
が

名
士
費
常
を
辞
召
し
よ
う
と
し
(
格
競
言
『
資
氏
聯
珠
集
』
)
、
准
西
節

度
使
奥
少
陽
が
著
名
な
文
人
奥
武
陵
を
辞
召
し
よ
う
と
し
た
(
『
新
唐

書
』
二

O
三

奥

武

陵
俸
)
な
ど
の
話
が
停
え
ら
れ
る
。
な
お
拙
稿

「
紫
陽
鄭
氏
裏
城
公
房
一
支
と
成
徳
軍
藩
鎮
|
河
朔
三
鎮
の
幕
職
官
を

め
ぐ
る
一
考
察
l
」
(
『
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
ア
ジ
ア
史
論
集
』

東
京
法
令
、

一
九
九
七
〉
参
照
。

(
お
〉
「
土
豪
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
一
該
時
期
の
「
新
興
層
」
を
皐
に
「
大

土
地
所
有
者
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
表
裏
さ
ま
ざ
ま
な
流
通
経
済
に

積
極
的
に
関
輿
し
た
「
複
合
的
経
営
者
階
層
」
と
し
て
把
え
る
の
が
近

年
有
力
な
見
解
で
あ
る
。
大
津
正
昭
「
唐
末
・
五
代
『
土
豪
』
論
」

(
『
上
智
史
拳
』

三
七
、

一
九
九
二
〉
、
「
唐
末

・
五
代
の
在
地
有
力
者

に
つ
い
て
」
「
『
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
中
園
の
停
統
社
舎
と
家

族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
一
一
)
な
ど
参
照
。

(
お
)
「
影
占
(
影
庇
)
」
に
つ
い
て
は
、
松
井
前
註
(
幻
〉
論
文
、
谷
川
道

雄
「
唐
代
の
藩
銀
に
つ
い
て
湖
西
の
場
合
l
i
」
(
『
史
林
』
三
五

三
、
一
九
五
二
)
な
ど
参
照
。

(
幻
)
社
牧
『
笑
川
文
集
』

一
O
「
准
南
監
軍
使
院
膝
壁
記
」
に
「
来
罷
宰

相
、
去
登
宰
相
」
と
言
う
。

(
刊
品
〉
戴
偉
華
『
唐
方
銀
文
職
僚
佐
考
』
(
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

四
)
。
向
書
は
全
土
の
藩
鎮
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幕
職
官
就
任
者

- 64ー



65 

を
各
種
史
料
か
ら
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し
た
も
の
。
但
し
墓
誌
・
石
刻
史

料
を
中
心
に
な
お
補
訂
の
絵
地
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(
ぬ
)
、
門
司
丈
円
「

02・

U
O口
広
之
の
空
白

2
0
ω
o
n
H
ω
-
z
u
g『
可
『
『
。
日

ωO〈
o
z
r
g
吋

o
E
r
の
oロ
Z
1
2
.
J
N
E
H
Q
E同
町

V
Z同町ミ

ω印
-

H
由

2
・
-
L
O
B
-

食、吋
F
O

の
O

B
唱。回一三
O
ロ
O
間

同

ro
、H
，、

ωロ
問
河
己
百
問

。r
a
w
-
-
E
P
J弓門戸
m
z
h
r
u・、
2-502
念
公
・
〉

33yn'

S
M
2
3
H
t
同

J
Q
S
h
u
J「

ω
-
o
dロ
-
4
・

F
E
M・

5a-
吉
岡
県

「
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
唐
朝
官
僚
機
構
の
人
的
構
成
」
(
『
史
拳
研

究
』
一
五
三
、
一
九
八
一
)
、
「
惰
・
唐
前
期
に
お
け
る
支
配
階
層
」

(
『
史
拳
研
究
』
一
五
五
、
一
九
八
二
〉
。

(
必
)
こ
れ
ら
郡
釜
表
類
に
つ
い
て
は
、
池
田
温
「
唐
代
の
郡
撃
表
(
上
〉

(
下
)
」
ハ
『
東
洋
皐
報
』
四
二
|
三
・
四
、
一
九
五
九
・
六

O
〉
、
仁

井
田
隆
「
敦
埋
設
見
の
天
下
姓
室
氏
族
譜
」
(
一
九
五
八
↓
同
『
中
園

法
制
史
研
究
奴
隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法
』
東
大
出
版
舎
、
一
九
六

一
一
)
な
ど
参
照。

(
H
U
)

但
し
、
前
代
以
来
ほ
ぼ
「
貴
族
」
の
家
柄
と
し
て
祉
曾
的
に
認
知
さ

れ
て
い
た
と
見
な
し
得
る
昌
察
韓
氏
・
遼
東
李
氏
(
『
新
唐
書
』
七
三

上
・
七
二
上
)
を
「
郡
姓
」
に
加
え
る
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
昌
察
韓

民
は
、
二
代
績
け
て
宰
相
を
租
・
父
に
も
つ
韓
皐
が
順
宗
朝
の
王
叔
文

一
黛
に
射
し
「
吾
れ
新
貴
に
事
ふ
る
能
は
ず
」
と
放
言
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
(
『
奮
唐
書
』
一
一
一
九
)
や
穎
川
系
韓
民
出
身
の
韓
愈
が
昌
繋
韓
民

を
「
官
稽
」
し
た
こ
と
(
竹
田
龍
見
「
唐
代
土
人
の
郡
望
に
つ
い
て
」

『
史
皐
』
一
一
四
|
四
、
一
九
五
一
な
ど
)
を
参
照
。
遼
東
李
氏
は
西
貌

八
桂
園
の
一
員
た
る
関
階
系
の
高
円
で
あ
る
。

(
必
〉
『
東
方
皐
報
(
京
都
〉
』
二
二
四
、
一
九
四
三
。

(
必
〉
唐
代
の
行
径
の
習
に
つ
い
て
は
程
千
帆
『
唐
代
進
士
行
巻
輿
文
皐
』

(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

O
。
松
岡
築
士
山
・
町
田
隆
吉
誇
『
唐
代

の
科
奉
と
文
皐
』
凱
風
社
、
一
九
八
六
)
参
照
。

(
仏
)
『
唐
掠
言
』
六
、
閲
元
中
の
太
子
校
書
郎
王
冷
然
の
上
書
に
「
今
之

得
奉
者
、
不
以
親
則
以
勢
、
不
以
賄
則
以
交
O
i
-
-
-
其
不
得
患
者
、
無

媒
無
黛
、
有
行
有
才
、
庭
卑
位
之
関
、
灰
随
之
下
」
と
い
う
。
「
関

節
」
は
現
代
中
園
語
に
い
う

h
R
s
h
た
で
あ
る
が
、
『
唐
園
史
補
』

下
「
叙
進
士
科
奉
」
に
「
造
請
権
要
、
謂
之
関
節
」
と
い
う
。

(
必
)
腐
波
護
「
且
貝
族
の
時
代
か
ら
士
大
夫
の
時
代
へ
」
(
一
九
六
八
↓
同

『
唐
の
行
政
機
構
と
官
僚
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
八
〉
五
八
頁
。

(
必
)
拙
稿
「
中
唐
期
に
お
け
る
『
門
閥
』
貴
族
官
僚
の
動
向
|
中
央
福
要

官
の
人
的
構
成
を
中
心
に

l
L
(『
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
中
園

の
俸
統
社
舎
と
家
族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
〉
。

(

U

)

湯
承
業
『
李
徳
裕
研
究
』
(
蔓
湾
・
拳
生
書
局
、
一
九
七
四
)
、
主

炎
卒
『
牛
李
黛
争
』
(
西
北
大
皐
出
版
社
、
一
九
九
六
〉
な
ど。

(
必
)
『
唐
語
林
』
三
、
賞
替
。

(
川
四
〉
『
千
唐
誌
曜
府
議
誌
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
。
以
下
『
千
唐
』

と
略
稽
。
〉
一

O
一
一
一
一
「
前
河
南
府
一
隔
日
日
豚
丞
隠
西
李
君
故
夫
人
庚
卒

劉
氏
墓
誌
銘
弁
叙
」
〈
元
和
十
三
年
H
H
八
一
八
)
。
撰
者
劉
三
復
は
墓

主
夫
人
の
「
従
姪
」
と
稽
す
が
、
と
す
れ
ば
唐
初
の
宰
相
劉
群
道
・
景

先
や
中
唐
の
宰
相
劉
従
一
を
輩
出
し
た
庚
卒
劉
氏
の
一
族
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

(
印
)
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
六
七
。
な
お
『
唐
語
林
』
七

昭…。

(
日
)
『
新
唐
書
』
二
二
四
下
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(
臼
)
山
根
直
生

「
唐
末
に
お
け
る
落
銀
償
制
の
努
容
|
准
南
節
度
使
を
事

例
と
し
て

l
」
(
『
史
皐
研
究
』
二
二
八
、
二

O
O
O
Y

〈
臼
)
『
唐
曾
要
』
七
九
諸
使
雑
録
下
、
舎
昌
五
年
六
月
の
教
に
「
諸
道

所
奏
幕
府
及
州
問
問
官
、
近
日
多
郷
貢
進
士
一
実
請
。
此
事
己
曾
賛
革
、
不

合
図
循
。
且
無
出
身
何
名
人
仕
。
自
今
以
後
、
不
得
更
許
如
此
、
品
川
、
氷

策
定
例
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
郷
貢
進
士
或
は
郷
貢
明
経
(
H
H

膿
部
試
落
第
者
)
の
藩
銀
へ
の
僻
召
は
、
愛
宕
前
註
(1
〉
一
九
七
三
論

文
が
強
調
す
る
如
く
、
確
か
に
唐
後
半
期
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
趨

勢
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
上
級
幕
職
官
に
限
っ
た
場
合
、

事
態
は
果
た
し
て
ど
う
だ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
殺
文
に
は
「
幕
府

及
び
州
豚
官
」
と
あ
る
が
、
W
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
在
地
「
新
興

層
」
の
進
出
の
舞
蓋
は
、
州
燃
官
と
下
級
幕
職
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
愛
宕
氏
が
郷
貢
進
士
の
藩
鎖
僻
召
の
典
型
例

と
し
て
翠
げ
ら
れ
た
致
遡
の
例
(
『
金
石
績
編
』
九
「
大
唐
故
宣
州
司

功
参
箪
貌
府
君
墓
誌
銘
」
元
和
十
年
)
は
河
陽
節
度
使
下

「
懐
州
参

寧
」
へ
の
僻
召
で
あ
り
、
李
商
隠
『
焚
南
文
集
補
編
』
八
〈
『
全
唐
文
』

七
七
八
)

「
潟
紫
陽
公
桂
州
署
防
禦
等
官
牒
」
に
見
え
る
郷
貢
明
経
陶

襟
は

「
要
籍
」
と
い
う
吏
職
的
な
下
級
幕
職
官
(
後
述
)
へ
の
辞
召
で

あ
っ
た
。

(
U
A
)

准
南
・
所
西
藩
鎖
の
幕
職
官
に
お
け
る
進
士
出
身
者
の
比
率
の
高
さ

は
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
王
徳
権

「
中
晩
唐
使
府
僚
佐
昇
遷

之
研
究
」
(
『
園
立
中
正
大
泉
皐
報
』
五
|
て
一
九
九
四
)
は
、
出

身
途
径
が
剣
明
す
る
幕
職
官
五
九
四
名
中
、
三

O
九
名
が
進
士
出
身
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
日
〉
李
献
奇

・
郭
引
強
編
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
。

(
日
)
「
卒
剣
入
等
」
は
通
常
、
吏
部
鐙
還
の
身
・
言

・
書
・
剣
の
剣
に
お

い
て
優
秀
な
成
績
を
枚
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
(
市
原
亨
吉
「
唐
代
の

令
制
?
に
つ
い
て
」
『
東
方
祭
報
(
京
都
)
』
一
一
一
一
一
一、

一
九
六
三
〉
。

(
貯
)
前
田
愛
子
「
中
園
の
婚
姻
|
唐
代
の
遁
婚
制
限
に
関
す
る
律
令
を
め

ぐ
っ
て

」
(
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
(
一

O
)』

摩
生
社
、

一
九
八
四
)
。

(
同
己
資
申
は
「
疏
腐
」
と
稽
さ
れ
る
が
、
な
お
寅
参
の
親
信
を
蒙
っ
て
い

る
(
同
俸
)
。
貧
参
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
稿

「唐
の
小
説
『
上
清
停
』

と
徳
宗
貞
元
年
聞
に
お
け
る
盟
問
参
陵
賛
の
抗
争
に
つ
い
て
」
(
『
史

峯』

二
、

一
九
八
九
)
参
照
。
ま
た
『
唐
語
林
』
七
補
遺
は

「令
狐

絢
以
姓
氏
少
、
宗
族
続
投
者
、
多
慰
薦
之
。
何
猷
是
遠
近
趨
走
、
至
有
胡

氏
添
令
者
。
進
士
混
庭
錆
戯
篤
詞
日
、
自
従
元
老
登
庸
後
、
天
下
諸
胡

悉
帯
令
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
停
え
る
。
首
時
に
お
い
て
「
同
宗
」

な
る
コ
ネ
グ
シ
ョ
ン
の
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

(
回
)

一
方
『
唐
語
林
』
三
賞
容
が
惇
え
る
、
河
中
節
度
使
鄭
光
の
掌
書

記
回
詞
な
る
者
が
起
草
し
た
上
表
文
が
宣
宗
の
激
賞
す
る
所
と
な
り
、

救
命
に
よ
り
翰
林
皐
士
に
抜
閉
館
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
「
論
ず
る
者
以

て
進
士
に
由
ら
ず
と
震
し
、
叉
た
寒
士
な
れ
ば
引
援
す
る
無
く
、
遂
に

止
む
」
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
ま
さ
し
く
進
士
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
も

な
く
、
官
界
に
何
ら
の
縁
故
関
節
も
な
か
っ
た
「
宮
本
土
」
の
悲
運
を
示

し
て
徐
り
あ
ろ
う
。

(
印
〉
載
の
曾
租
察
は
汝
州
郊
城
令
、
租
遇
は
博
州
録
事
参
軍
と
惇
え
る

が
、
父
仙
雲
は

「
不
仕
」
と
い
う
。

(川
町
)
『
金
石
績
編
』

一
一
一に
枚
め
る
著
名
な
「
章
君
靖
建
永
昌
築
記
」
乾
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寧
二
年
(
八
九
五
)
の
軍
曹
司
孔
目
院
の
列
に
、
「
藤
頭
開
訴
書
状
孔

目
官
」
「
書
吠
孔
目
官
」
な
ど
の
職
名
が
見
え
る
。
な
お
、
申
屠
診

・

珪
父
子
や
後
掲
の
「
李
君
墓
誌
」
の
李
某
が
試
左
武
衛
兵
曹
参
軍
を
授

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
下
級
幕
職
官
に
も
職
事
官
が
奏
請

さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
前
述
の
如
く
、
検

校
・
量
点
・
試
官
の
改
鞠
規
定
の
傑
文
に
は
下
級
官
#
職
官
の
名
は
つ
い
ぞ

見
え
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
職
事
官
は
軍
将
に
濫
授
さ
れ
た
そ
れ
と

同
様
、
ほ
ぼ
恩
典
・
嘉
賞
と
し
て
の
意
味
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

(
臼
)
韓
公
明
の
名
が
見
え
る
の
は
大
般
若
経
・
巻
四
七
一
の
末
尾
で
、

「
軍
部
州
刺
史
:
:
:
史
再
新
」
に
よ
る
各
四
七

一
巻
頭
と

「幽
州
虚
龍
節

度
使
:
:
:
張
元
伸
」
に
よ
る
巻
四
七
二
の
聞
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
史
再

新
は
節
度
使
元
忠
(
在
任
八
三
四
J
四
一
〉
の
一
族
と
考
え
ら
れ
、
張

允
伸
の
在
任
は
八
五

O
年
か
ら
な
の
で
、
お
お
よ
そ
の
年
代
は
推
測
出

来
る
。

(
臼
)
郷
村
の
諸
色
職
掌
人
に
つ
い
て
は
船
越
泰
次

「唐
代
均
田
制
下
に
お

け
る
佐
史

・
里
正
」
(『
文
化
』
一
二

一1
l

三
、
一
九
六
八
)
な
ど
参
照
。

な
お
嘗
墓
誌
の
慕
圭
の
名
は
、
父
租
や
歴
官
、
夫
人
の
墓
誌
(
『
千
唐
』

一
O
七
九
〉
な
ど
に
よ
り

「
牢
」
で
あ
る
こ
と
が
剣
明
す
る。

(
臼
)
前
述
の
「
那
遁
及
夫
人
腐
氏
合
鮒
誌
」
の
墓
主
遁
の
次
子
忠
休
は

「
北
山
場
採
研
務
剣
官
」
、
三
子
忠
牧
は
「
左
奉
勝
持
押
官
口
七
減
税

務
公
事
」
と
い
う
。
こ
の
中
探
は
『
匿
編
(
河
北
)
』
一
一
一一
九
頁
「
邪

沖
及
夫
人
周
氏
合
葬
墓
誌
」
天
動
十
年
(
後
梁
・
乾
化
三
年
H
九一

=一〉

の
墓
主
邪
休
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
誌
に
よ
れ
ば
、
休
は
「
鎮
府

逐
要
兼
山
場
務
剣
官
」
↓
「
山
場
賂
」
↓
零
加
「
経
略
副
使
」
↓
「
山

場
務
都
知
官
」
↓
「
深
州
鏡
陽
銀
逼
兵
馬
使
」
↓
加
「
街
前
兵
馬
使
」

の
如
く
昇
遜
し
て
い
る
。
ま
た
休
の
次
子
震
は
「
節
度
駈
使
官
兼
都
彊

倉
専
知
官
」
、
三
子
議
は
「
使
院
駈
使
官
知
職
員
事
」
と
い
う
。

(
臼
)
李
徳
裕
の
一
一一度
の
新
西
在
任
の
都
度

「皆
な
之
に
従
ひ
L

、
ま
た

「徳
裕
に
従
ひ
て
滑
肇

・
西
局

・
揚
州
を
歴
」
し
た
劉
三
復
(
『
奮
唐

書
』
一
七
七
劉
鄭
侍
)
等
々
、
そ
の
例
は
枚
穆
に
暇
が
な
い
。

(
伺
)
戴
律
肇
『
唐
代
幕
府
輿
文
民
事
』
(
現
代
出
版
社
、

一
九
九

O
)、
『唐

代
使
府
輿
文
皐
研
究
』
(
庚
西
師
範
大
皐
出
版
社
、
一
九
九
七
〉
。

(
釘
〉
ピ
エ

l
ル
H

プ
ル
デ
ュ

l

(
石
井
洋
二
郎
謬
)
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ

オ
ン

(
I〉

(
E
)』
(
藤
原
書
庖
、
一
九
九

O
)。
そ
の
「
ハ
ピ
ト
ゥ

ス」

「デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
」
「
文
化
資
本
」
な
ど
の
概
念
に
つ
い

て
は
、
石
井
洋
二
郎

『
差
異
と
欲
望
』
〈
藤
原
蓄
広
、
一
九
九
三
)
、

宮
島
喬
『
文
化
的
再
生
産
の
社
曾
皐
』
(
藤
原
書
庖
、
一
九
九
四
〉
も

参
照
。

(
回
)
ブ
ル
デ
ュ

l
再
生
産
論
の
中
関
史
へ
の
導
入
の
試
み
は
、
明
清
史
に

お
け
る
B
川エ

ル
マ
ン
の
「
再
生
産
装
置
と
し
て
の
明
清
期
の
科
翠
」

(
『
恩
怨
』
八
一

O
、
一
九
九

一
)
を
は
じ
め
、
「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク」

を
キ
イ
概
念
と
し
て
宋
代
の
科
翠
|
官
僚
制
を
僻
敵
す
る
卒
田
茂
樹
氏

の
試
み
(
「
宋
代
の
朋
黛
形
成
の
契
機
に
つ
い
て
」
『
宋
代
社
舎
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
)
や
、
漢
貌
交
替
期
に
お
け
る

「
名
士
」
層
の
存
立
基
盤
を
文
化
的
諸
債
値
の
専
有
に
求
め
る
波
漫
義

浩
氏
の
議
論
(
「
三
園
時
代
に
お
け
る
『
文
拳
』
の
政
治
的
宣
揚
」
『
東

洋
史
研
究
』
五
四
|
三
、
一
九
九
五
〉
な
ど
に
そ
の
影
響
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
特
に
渡
浸
氏
の
議
論
か
ら
は
、
文
化
的
諸
債
値
の
専
有
こ

そ
が
「
貴
族
」
の
祉
曾
的
身
分
を
本
源
的
に
規
定
し
て
行
く
も
の
で
あ
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っ
た
こ
と
が
展
望
々
C

れ
、
大
出
現
興
味
深
い
。

(
印
)
唐
後
半
期
の
貴
族
が
身
分
的
内
婚
制
を
な
お
強
固
に
保
持
し
て
い
た

こ
と
は
、
愛
宕
一冗
「
唐
代
沼
陽
虚
氏
研
究
」
(
『
中
園
貴
族
制
社
舎
の

研
究
』
京
大
人
文
研
、
一
九
八
七
)
な
ど
参
照
。

(
初
〉
『
奮
麿
書
』
一
九

O
下
文
苑
俸
下
に
立
停
さ
れ
る
劉
資
は
、
「
博

同
学
に
し
て
善
く
文
を
麗
し
」
、
進
士
登
第
の
後
、
大
和
二
年
(
八
二
八
)

の
制
科
に
お
い
て
烈
々
た
る
官
官
指
強
の
策
文
を
提
出
し
て
一
朝
を
捻

ら
し
め
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
劉
賀
を
「
令
狐
楚
の
輿
元
に
在
り
、
牛

助
国
痛
の
褒
陽
に
在
る
や
、
僻
し
て
従
事
と
信
用
し
、
待
す
る
こ
と
師
友
の

如
」
く
で
あ
っ
た
と
い
う
。
前
の
僅
威
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
府
主
と
幕
僚
の
開
に
し
ば
し
ば
「
師
友
」
と
稽
さ
れ
る
よ
う

な
関
係
が
成
立
し
得
た
の
は
、
畢
覚
、
雨
者
の
聞
に
、
と
も
に
同
じ
文

化
的
債
値
を
鐙
現
し
共
有
す
る
と
い
う
シ
ン
パ
シ

ー
が
存
し
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
指
標
(
及
び
そ
の
歴
史
的
凝
縮
と

デ
ィ
ス
タ

γ
タ
シ
オ

γ

し
て
の
身
分
間
指
標
H

H

4
民
族
。
)
に
よ
っ
て
他
者
を
。
差
別
化
。

す
る
認
識
乃
至
。
空
気
。
が
支
配
し
て
い
た
場
と
し
て
の
藩
銀
幕
職
官

酔
召
制
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
或
は
か
く
考
え
て
-
初
め
て
、
何

故
こ
の
時
期
に
府
主
が
幕
職
官
を
「
幕
賓
」
「
賓
僚
」
と
し
て
躍
遇
を

牽
く
す
と
い
う
一
見
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
か

を
、
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
引
は
)
『
通
鑑
』
二
五
七
文
徳
元
年
十
二
月
丁
亥
係
。

(

η

)

そ
の
典
型
が
、
幽
州
節
度
使
劉
守
光
の
曹
官
(
参
軍
〉
か
ら
河
東
節

度
巡
官
と
し
て
官
界
に
歩
を
踏
み
出
し
た
か
の
鴻
道
で
あ
り
(
『
奮
五

代
史
』
一
一
一
六
『
新
五
代
史
』
五
四
同
俸
)
、
同
じ
く
成
徳
軍
節
度

使
下
の
幕
職
官
か
ら
身
を
起
こ
し
て
行
っ
た
北
宋
の
名
臣
韓
蒲
の
祖
先

で
あ
ろ
う
(
埼
の
五
代
の
租
韓
父
賓
が
節
度
剣
官
・
掌
書
記
、
そ
の
長

子
定
僻
が
観
察
剣
官
、
衣
子
昌
僻
が
員
定
府
鼓
減
令
、
昌
僻
の
子
謬
が

庚
耳
目
府
氷一
済
令
、
そ
の
子
構
が
知
康
州
、
古
川
の
父
園
華
が
宋
初
に
進
士

合
格
と
俸
え
る
。
韓
碕
『
安
陽
集
』
四
六
「
重
修
五
代
租
坐
域
記
」
、

『
宋
史
』
二
七
七
韓
園
華
惇
)
。
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補
註
)
拙
稿
「
唐
代
藩
銀
に
お
け
る
下
級
幕
職
官
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
史

皐
』
一
て
二

O
O
て
務
定
)
。



government hierarchy was establishedfollowing the Warring States period.

The aim of the policy of recognizing merit 勁賢was to establish a

bureaucratic base for the newly rising forces as ａ counter weight to the

power of the clans and to confirm the status of those forces. Officialposts

were prized as evidence of ability,which along with aristocraticranks,

came to recognized as indicators of status. When it came to supposing

how exalted one might be on the basis of one's office,the Ministers were

placed at the top of the bureaucratic hierarchy｡

　　

Consistent with the flow of the times, Wei Ran 魏再bｕilt his

monopoly of power as χiang-bang in Qin. The cause of his rise was to

be found in his maternal relations with the throne. Because Qin military

supremacy was established during the regime of Wei Ran, diplomatic

relations were of diminished importance and the functions of the χiang-

bang

　

were transformed, becoming　the　base　from　which　his　ｅχelusive

authority was built up. Lii Bu-wei 呂不章, who had no blood relation to

the sovereign at all,was able to attain further authority by establishing a

fictiverelationship. The traditionalimportance placed on the influence on

blood relations and noble status retained since the Spring and Autumn

period is seen　therein.

ＡRE-EXAMINATION OF THE RECRUITING SYSTEM

IN PROVINCIAL COMMANDS IN THE LATE ＴＡＮＧ：

FOCUSING ON THE COMPOSITION OF PERSONNEL

　　

IN ANCILLARY POSTS IN HUAINAN 淮南AND

　　　　　　　　　　　　　

ZHEXI浙西

χA^ATANABE Takashi

　　

The role of the recruiting system 祚召in the provincial commands 藩鎬

during theTang has heretofore been seen in terms of theories of Tang-

Song transformation, emphasizing its function as providing ａ foothold on

the bureaucratic ladder for the so-called class of newly risen regional

gentry. In short, these theories generally judge the syste㎡s historical
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significance as having an effect　antithethical to the aristocratic system.

However, successive revelations of records of tomb in SCI°iptionsmade public

in recent years have provided much new data concerning ancillary posts

幕職. And as ａ result, it has become clear that the ancillary posts in

the provincial commands ｀″ereintricately皿d inti°ately linked to the

Tang central bureaucracy and that they functioned as a universal path of

advancement in the bureaucracy, and even as a path that might hasten one

advance into the elite.

　　

Based on the above, and through an analysis of class background of

the appointees to ancillary posts in the two provincial commands of the

Jianghuai region, i.e., Huainan and Ｚｈｅχi，the area of greatest economic

expansion at the time (where it is thought the growth of the newly risen

regional gentry was most conspicuous), this article aims to ｅχplore which

class appeared on the new stage in the ancillary posts in the provincial

commands and toｒｅｅχaminethe received wisdom regarding the recruitment

system in the provincial commands.

　　

The following points have been made clear by this analysis.

　　

1) In both provincial commands, among those who could be identified

as having been posted in ancillary offices, over　40 percent came from

families that could identified as menfa 門閥, families that had been of

highest status since the period of Northern and Southern Dynasties. And

if the jun xing 郡姓, the class of local nobility, is added, then the total of

aristocratic origins rises t０６０percent.

　　

2）Ｔｈｅ above situation concords perfectly with the situation marked

by the conspicuous revival of the hegemony of the class of elite families in

the central bureaucracy begun in mid-Tang and the privileged position of

the nobility within the system of recruitment by ｅχamination.

　　

3）Ｔｈｅ conventional understanding of the signi丘cance of the ancillary

posts in provincial commands･ that they were upper-ranking ancillary posts

servings as a ladder for the advancement for the newly risen local gentry,

should be revised. It seems that the posts which served as the stage on

which this class was to make its advance were set on ａ lower plane; and

that the posts were menial ones in regional government, military postings

in the provincial commands･ and functionary-level lower-ranking ancillary

posts, which must be distinguished from the upper-ranking ancillary posts｡
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